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は じ め に  

 
あらゆる⼈とモノがつながり、様々な知識や情報が共有され、これまでにない

新たな価値を⽣み出すことで、課題や困難を克服する「Society 5.0」が実現さ
れた社会において、ICT はサイバー空間とフィジカル空間を融合させる必要不
可⽋な社会インフラの基盤となる。その ICT 分野において技術の進展は著しく、
本年は 5G の商⽤サービスが開始されたが、次の世代の Beyond 5G に向けた技
術開発競争が今まさに始まろうとしている。こうした状況下において、我が国の
国際競争⼒強化の観点からも研究開発を戦略的かつ積極的に推し進め、Beyond 
5G の推進等を図ることが喫緊の課題となっている。 

⼀⽅、我が国が抱える課題を振り返ると、少⼦⾼齢化の進展や⽣産年齢⼈⼝の
減少が我が国の産業・地域の姿や雇⽤・労働環境に構造変化をもたらすなど課題
は深刻化しているが、限られた労働⼒で多くの付加価値を⽣み出すためにも ICT
は重要な役割を果たす。国連で合意された国際的な開発⽬標 SDGs の達成に向
けて、ICT をはじめとする科学技術によるイノベーションが様々な課題を解決
するとの期待も⾼まっている。 

また、総務省が所管する国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構（NICT）では、
令和３年度より新たな５ヶ年の中⻑期計画期間が開始される予定であり、ICT 分
野における我が国の基盤となる研究開発の推進と社会への成果展開を⼀層強⼒
に実⾏することが期待されている。 

情報通信審議会では、「新たな情報通信技術戦略の在り⽅（平成 26 年 12 ⽉
18 ⽇諮問第 22 号）」について、これまで３回の中間答申を受けており、それら
に基づき様々な研究開発プロジェクトを推進してきたが、昨今の状況を踏まえ、
新たな情報通信技術戦略を策定すべく、令和元年 10 ⽉より情報通信技術分科会
技術戦略委員会の検討を再開し、議論が進められてきた。 

本中間報告書は、Society 5.0 の実現、国内外の社会課題の解決、国際競争⼒
の強化等に向けた ICT 技術戦略を推進し、次期科学技術基本計画及び NICT の
次期中⻑期⽬標の策定等に資するため、今後国が重点的に取り組むべき ICT 分
野の技術課題や社会実装⽅策等についてとりまとめたものである。
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第１章 検討の背景 

1.1  我が国における ICT の現状・動向 

（１）情報通信基盤（ICT インフラ）の現状 

我が国においては、世界最⾼⽔準の ICT インフラを⽬指して光ファイバや移
動通信システムによるブロードバンド整備を推進し、これまでに超⾼速ブロー
ドバンドの利⽤可能世帯率は 99.9%1を達成し、移動通信システムについては
LTE/4G の⼈⼝カバー率は 90%以上2となっている。また、2020 年 3 ⽉からは
第 5 世代移動通信システム（５Ｇ）の商⽤サービスも開始されるなど、⾼度な
ICT インフラが広く普及しているところである。 

⼀⽅、動画ストリーミングサービスの爆発的な普及などにより、世界の通信ト
ラフィックは 2018 年から 2021 年にかけて２倍に増加すると予測されるとと
もに、IoT デバイスも様々な⽤途で増加が⾒込まれており（図 1-1）、今後も急
激な増加が⾒込まれるトラフィックやデバイスに対応した ICT インフラの⾼度
化を実現する技術が求められている。 

 

 
図 1-1 通信トラフィック及び IoT デバイス数の増⼤ 

 
（２）IoT/AI/5G の展開 

IoT デバイスの急速な普及により様々なモノがインターネットにつながる時
代が到来し、あらゆる分野において AI が活⽤されるなど、これらの技術の社会
への浸透が進んでいる。また、超⾼速、超低遅延、多数同時接続により社会に⼤
きなインパクトを⽣み出す５Ｇが今後普及することで、様々な分野における ICT
の導⼊が更に加速する（図 1-2）。 

                                                       
1 情報通信⽩書（平成 28 年度版）第２部 第２節 ICT サービスの利⽤動向 
2 令和元年度 携帯電話及び全国 BWA に係る電波の利⽤状況調査 
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図 1-2 IoT/AI/5G の社会への浸透 

 
こうした IoT、AI 等の技術は、様々な場⾯や⽣活に急速に浸透し、その役割

を拡⼤すると⾒込まれる。2050 年における経済活動のデジタル空間利⽤予測で
は、消費活動全体の半数以上（52%）にデジタル空間が関与する結果となった
他、⽣産（仕事）では 66%、資⾦の取引や資産運⽤でも 69%がデジタル空間利
⽤の可能性があることが明らかになった（図 1-3）。 
 

 
図 1-3 デジタル技術の利⽤意向に関するアンケート調査結果 
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（３）ICT を取り巻く脅威（サイバーセキュリティ） 

ICT が経済社会の必要不可⽋な基盤となり、⼈々の⽣活に様々な恩恵をもた
らす⼀⽅で、サイバー空間における脅威が増加している。 

国内外におけるサイバー攻撃の状況を観測している NICT では、2019 年にお
いて、3,279 億回のサイバー攻撃関連通信を観測しており、3 年前と⽐べて 2.
６倍の増加となっている（図 1-4）。また、データ漏洩やサイバー犯罪による被
害の増加を⽰す報告もあり、このようなサイバー攻撃に対応する⾼度なサイバ
ーセキュリティ技術が求められる状況となっている。 
 

 
図 1-4 サイバーセキュリティ上の脅威 

 
（４）デジタルトランスフォーメーション（DX）の進展 

「ICT の浸透が⼈々の⽣活をあらゆる⾯でより良い⽅向に変化させる」、いわ
ゆるデジタルトランスフォーメーション（DX）と呼ばれる概念が注⽬されてい
る。ウメオ⼤学（スウェーデン）のエリック・ストルターマン教授が 2004 年に
提唱した概念であり、経済産業省が 2018 年 12 ⽉に公表した「デジタルトラン
スフォーメーションを推進するためのガイドライン（DX 推進ガイドライン）
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Ver.1.0」3では、DX を「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データと
デジタル技術を活⽤して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネ
スモデルを変⾰するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業⽂化・⾵
⼟を変⾰し、競争上の優位性を確⽴すること」と定義している。 

また、情報通信⽩書（令和元年度版）では、従来の情報化／ICT 利活⽤と DX
の最⼤の違いとして、従来の情報化／ICT 利活⽤では、「既に確⽴された産業を
前提に、あくまでもその産業の効率化や価値の向上を実現するものであった」の
に対し、DX においては、「その産業のビジネスモデル⾃体を変⾰していくとい
うことである」としている。 

独⽴⾏政法⼈情報処理推進機構（IPA）が 2019 年 4 ⽉に東証⼀部上場企業に
対し実施したアンケート調査によれば、AI や IoT 等のデジタル技術の普及によ
る⾃社への影響について「⾃社の優位性や競争⼒の低下」を回答した企業が約 6
割と最多であり、多くの企業がデジタル化による競争の進展に強い危機感を抱
いていることが分かる（図 1-5）。 

 

 
出所）IPA「デジタル・トランスフォーメーション推進⼈材の機能と役割のあり⽅に関する調査」（平成

31 年 4 ⽉ 12 ⽇） 

図 1-5 デジタル技術の普及による影響の調査結果 
  

                                                       
3 https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181212004/20181212004.html 
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1.2 我が国を取り巻く課題 

（１）社会的課題 

（ア）持続可能な開発⽬標（SDGｓ） 

2015 年 9 ⽉の国連サミットにおいて「持続可能な開発⽬標（SDGｓ）」が採
択され、「誰⼀⼈取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現の
ため、2030 年を年限とする 17 の国際社会全体の普遍的⽬標が⽰された（その
下に、169 のターゲット、232 の指標が決められている）。 

我が国においても、国内外において SDGs を達成するための中⻑期的な国家
戦略として「持続可能な開発⽬標（SDGs）実施指針」4が策定されるなど、関係
省庁が⼀体となって、あらゆる分野のステークホルダーとの協同的なパートナ
ーシップにより、SDGs 達成年限の 2030 年を意識した⾏動を加速・拡⼤するこ
ととしている。 

 

 
図 1-6  持続可能な開発⽬標（SDGｓ） 

 
（イ）⽇本の社会構造の変化 

近年急速に進展する⼈⼝減少・少⼦⾼齢化は、我が国の産業・地域の姿や雇⽤・
労働環境など様々な⽅⾯に対して、これまで我が国が経験したことのない構造
変化をもたらすと予測されている。⽇本の⼈⼝は 2010 年にピークを迎えて以
降減少が続く⼀⽅、世界⼈⼝は引き続き増加が⾒込まれる。また、我が国では、

                                                       
4持続可能な開発⽬標（SDGｓ）実施指針（平成 28 年 12 ⽉ 22 ⽇策定、令和元年 12 ⽉
20 ⽇改訂） 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/pdf/jisshi_shishin_r011220.pdf 



6 

 

2040 年頃団塊ジュニア世代の⾼齢化等により⾼齢者⼈⼝がピークになると予
想されており、他国より約 20 年先⾏して未知の超⾼齢化を経験することとな
る。特に、⾼齢化に伴い医療・介護サービスの需要が増える⼀⽅、労働⼈⼝の減
少による労働⼒不⾜の深刻化等が懸念されている（図 1-7）。 

 

  
図 1-7  ⽇本及び諸外国における⼈⼝構造の変化 

 
（ウ）⾃然災害の増加 

我が国における⾃然災害による被害の内訳をみると、発⽣件数は「台⾵」が 57.1%と最
も多く、次いで「地震」、「洪⽔」となっているが、被害額は広域に甚⼤な被害をもたらす「地
震」が８割超を占めている（図 1-8）。⼤地震は今後も⾼い確率で発⽣が予想されており、
関東から九州の広い範囲で強い揺れと⾼い津波が発⽣するとされる南海トラフ地震と、⾸
都中枢機能への影響が懸念される⾸都直下地震は、今後 30 年以内に 70％以上の確率で発
⽣すると予想されている5。また、平成 30 年 7 ⽉豪⾬（⻄⽇本豪⾬）のような激甚災害指
定の豪⾬災害をもたらす⼤⾬の発⽣件数が、過去 35 年で 1.45 倍に増加しており、気候変
動の影響により⽔害による災害の頻発も懸念され、⾃然災害時の通信環境確保と迅速な復
旧に不可⽋な、堅牢な通信インフラの実現に向けた技術がこれまで以上に求められる。 

 

                                                       
5 http://www.bousai.go.jp/kyoiku/hokenkyousai/jishin.html 
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図 1-8  我が国の⾃然災害の発⽣状況 
 

（エ）新型コロナウイルス感染症 

2002 年に流⾏した SARS（重症急性呼吸器症候群）や 2009 年に流⾏した新
型インフルエンザ（A/H1N1）など、医療技術が発達した現代においても、新興
感染症の流⾏が問題となっている。 

特に、2019 年 12 ⽉以降、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が世界
的な広がりを⾒せ、世界保健機関（WHO）が「国際的に懸念される公衆衛⽣上
の緊急事態」を宣⾔するなど、パンデミックと⾔われる世界的流⾏となった。 

     出所）⽶国⽴アレルギー感染症研究所 

図 1-9  新型コロナウイルス 
 

我が国においても、新型コロナウイルスの感染拡⼤により、2020 年４⽉７⽇
に「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣⾔」が発出される
など、国⺠の命・⽣活・経済に深刻な影響を与えている。感染を回避するための
外出⾃粛要請等がなされた結果、外出を回避する必要から遠隔診療やテレワー
ク、オンライン教育等の導⼊が進むなど、ICT による社会変⾰が待ったなしとい
う状況になりつつある。変化した社会の仕組みや価値観は不可逆的で元に戻ら
ない可能性も⾼く、そのような状況下では、急増するトラフィックに対応する⾼
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品質な通信環境が求められるなど、通信インフラ等 ICT の重要性がより⼀層⾼
まっている。 

 
（２）研究開発⼒を取り巻く課題 

（ア）基礎研究⼒の衰退 

図 1-10 にあるとおり、主要国における論⽂数シェア及び Top10%補正論⽂
数シェアの推移では、我が国は 2000 年以降低下を続け、論⽂の量・質ともに主
要国をリードできていない状況にあり、基礎研究⼒の衰退が懸念されている。ま
た、産業界においても、国際競争の激化により、研究開発費の多くを短期的研究
に振り向けざるを得ず、中⻑期的な研究開発投資が困難な状況にあり、我が国の
研究開発⼒の強化が急務となっている。 

 

 
図 1-10 主要国における論⽂数シェアの推移 

 
（イ）グローバル市場における競争⼒ 

5G における市場シェア等を⾒てみると、グローバルの基地局市場では、⽇本
企業のシェアは 1〜2％と苦戦が続き（図 1-11）、また 5G 標準規格必須特許の
出願件数及び標準化団体 3GPP に提出された寄与⽂書数においても諸外国企業
が上位を占めている状況であり（図 1-12）、グローバル市場における⽇本企業
の競争⼒低下という危機感の下、巻き返しを図る策が求められている。 
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出所）総務省 Beyond 5G 推進戦略懇談会第１回資料 

図 1-11 グローバル市場における基地局（5G 含む）シェア 

 

 
出所）総務省 Beyond 5G 推進戦略懇談会第１回資料 

図 1-12 5G 関連知財・標準化の状況 
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1.3  政府における研究開発戦略の動向 

（１）科学技術基本計画 

我が国では、平成 7 年に制定された「科学技術基本法」に基づき、「科学技術
基本計画」を策定し、⻑期的視野に⽴って体系的かつ⼀貫した科学技術政策を実
⾏している。これまで、第 1 期（平成８〜12 年度）、第２期（平成 13〜17 年
度）、第 3 期（平成 18〜22 年度）、第 4 期（平成 23〜27 年度）、第５期（平成
28〜令和２年度）の科学技術基本計画が策定され、これらに沿って政府全体の
科学技術政策が推進されてきた（図 1-13）。 

平成 28 年１⽉に閣議決定された第５期科学技術基本計画では、ICT の進化等
により社会・経済の構造が⽇々⼤きく変化する「⼤変⾰時代」が到来し、国内外
の課題が増⼤・複雑化する中で科学技術イノベーション推進の必要性が増し、過
去 20 年間で LED や iPS 細胞などのノーベル賞受賞に象徴されるような成果が
上げられた⼀⽅で、科学技術における「基盤的な⼒」の弱体化、政府研究開発投
資の伸びの停滞などが指摘されている。こうした背景の下、4 つの⽬指すべき国
の姿（持続的な成⻑と地域社会の⾃律的発展、国及び国⺠の安全・安⼼の確保と
豊かで質の⾼い⽣活の実現、地球規模課題への対応と世界の発展への貢献、知の
資産の持続的創出）とともに、以下の 4 本の柱が掲げられている。 

i）未来の産業創造と社会変⾰ 
⾃ら⼤きな変化を起こし、⼤変⾰時代を先導していくため、⾮連続なイノ

ベーションを⽣み出す研究開発を強化し、新しい価値やサービスが次々と創
出される「超スマート社会」を世界に先駆けて実現するための⼀連の取組を
更に深化させつつ「Society 5.0」として強⼒に推進する。 

ii）経済・社会的な課題への対応 
国内⼜は地球規模で顕在化している課題に先⼿を打って対応するため、国

が重要な政策課題を設定し、課題解決に向けた科学技術イノベーションの取
組を進める。 

iii）基盤的な⼒の強化 
今後起こり得る様々な変化に対して柔軟かつ的確に対応するため、若⼿⼈

材の育成・活躍促進と⼤学の改⾰・機能強化を中⼼に、基盤的な⼒の抜本的
強化に向けた取組を進める。 

iv）⼈材、知、資⾦の好循環システムの構築 
国内外の⼈材、知、資⾦を活⽤し、新しい価値の創出とその社会実装を迅

速に進めるため、企業、⼤学、公的研究機関の本格的連携とベンチャー企業
の創出強化等を通じて、⼈材、知、資⾦があらゆる壁を乗り越え循環し、イ
ノベーションが⽣み出されるシステム構築を進める。 
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出所）第１回総合科学技術・イノベーション会議基本計画専⾨調査会資料 

図 1-13 科学技術基本計画の変遷 
 

現在、総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）6に設置された「基本計画
専⾨調査会」において、第５期科学技術基本計画の進捗状況・課題の把握等のレ
ビューが実施され、第６期科学技術基本計画の策定に向けた検討が⾏われてい
る。 
 
（２）統合イノベーション戦略 

CSTI が司令塔となり、科学技術基本計画の下、毎年度「科学技術イノベーシ
ョン総合戦略」を策定し、施策の重点化等を着実に実⾏してきた。しかし、世界
で破壊的イノベーションが進展するなどゲームの構造が⼀変し、過去の延⻑線
上の政策では世界に勝てないという認識の下、従来の総合戦略を抜本的に⾒直
し、平成 30 年６⽉「統合イノベーション戦略」が策定された。我が国を「世界
で最もイノベーションに適した国」にすることを通じた「超スマート社会＝
Society 5.0」の実現を⽬標として、基礎研究から社会実装までのイノベーショ
ン政策を政府が⼀体となって統合的に推進できるよう施策や体制が⼤幅に強化
された。令和元年６⽉には、内外の情勢変化による強化・⾒直しを⾏った「統合
イノベーション戦略 2019」が策定された（図 1-14）。 

                                                       
6 内閣総理⼤⾂、科学技術政策担当⼤⾂のリーダーシップの下、各省より⼀段⾼い⽴場か

ら、総合的・基本的な科学技術・イノベーション政策の企画⽴案及び総合調整を⾏うこ
とを⽬的とした「重要政策に関する会議」の⼀つ 



12 

 

 
図 1-14  統合イノベーション戦略 2019 概要 

 
（３）統合イノベーション戦略推進会議 

また、「統合イノベーション戦略（平成 30 年６⽉）」に基づき、イノベーショ
ンに関連が深い政府の司令塔会議7について、横断的かつ実質的な調整を図る「統
合イノベーション戦略推進会議」が平成 30 年７⽉に設置され、AI や量⼦技術
などの重点分野について個別の戦略を策定・推進している。 

令和元年６⽉に策定された「AI 戦略 2019」では、「⼈間尊重」「多様性」「持
続可能」の３つの理念を掲げ、「未来への基盤作り」「産業・社会の基盤作り」「倫
理」に関する取組を特定している。「未来への基盤作り」において研究開発に関
する取組が掲げられており、AI 中核センター群（産業技術総合研究所 AIRC、理
化学研究所 AIP、NICT AI 関連センター）の抜本的改⾰と研究開発ネットワー
クによって AI 研究開発の⽇本型モデルを構築する⽬標等が⽰されている（図 1-
15）。また、AI の利活⽤への関⼼が⾼まる中、AI が引き起こす負の側⾯を抑制
するには⽂化的な背景が持つ⾼い倫理的観点が重要であり、より⼈間を尊重し
た利活⽤を進めるためには、いわゆる AI 社会原則が必要となってきているなど
倫理⾯における取組にも⾔及がなされている。 
                                                       
7 総合科学技術・イノベーション会議、⾼度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部、知

的財産戦略本部、健康・医療戦略推進本部、宇宙開発戦略本部及び総合海洋政策本部並
びに地理空間情報活⽤推進会議 
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出所）内閣府「ＡＩ戦略 2019（概要）」 

図 1-15  AI 戦略 2019 における研究開発に関する主な取組 
 

また、令和２年１⽉に策定された「量⼦技術イノベーション戦略（最終報告）」
では、量⼦技術は将来の経済・社会に変⾰をもたらしかつ安全保障の観点からも
重要な基盤技術であり、⽶欧中では研究開発が戦略的に展開されている状況を
踏まえ、我が国においても量⼦技術イノベーション創出に向け、⽇本の強みを活
かした研究開発や産業化・事業化を促進するとされている。 

研究開発関連では、その具体的⽅策として、主要技術領域の設定や技術ロード
マップを策定するとともに、国内外から⼈や投資を呼び込み、基礎研究から技術
実証、⼈材育成まで⼀気通貫で実施する量⼦技術イノベーション拠点（国際ハブ）
の形成等が掲げられており、量⼦セキュリティ等我が国の研究機関や⼤学、企業
等が⾼いポテンシャルを有し、将来の産業・イノベーションの⾶躍的発展が期待
される技術領域等における拠点化が推進されている（図 1-16）。 
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出所）量⼦技術イノベーション戦略最終報告（概要） 

図 1-16  量⼦技術イノベーション戦略 最終報告 
 

（４）宇宙基本計画 

宇宙基本法（平成 20 年法律第 43 号）第 24 条に基づいて、我が国の宇宙開
発利⽤に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、宇宙基本計画が策
定されており、我が国の宇宙開発利⽤の最も基礎となる計画として位置づけら
れている。現⾏の宇宙基本計画は平成 28 年４⽉に閣議決定されており、宇宙
政策を巡る環境変化を踏まえ、「国家安全保障戦略」に⽰された新たな安全保
障政策を⼗分に反映し、また産業界の投資の「予⾒可能性」を⾼め産業基盤を
維持・強化するため、今後 20 年程度を⾒据えた⻑期的・具体的整備計画とし
て策定された。 

現在、宇宙政策を取り巻く環境が⼤きく変化していることを踏まえ、新たな
宇宙基本計画が令和２年６⽉に閣議決定された。 
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1.4  総務省における研究開発等の取組 

1.4.1  総務省における研究開発戦略 

総務省では、情報通信審議会から「新たな情報通信技術戦略の在り⽅（平成 26
年 12 ⽉ 18 ⽇諮問第 22 号）」について、これまで３回の中間答申を受けてお
り、また、総務⼤⾂主宰の懇談会など研究開発関連の会合が開催されている。 

（1）第 1 次中間答申 

第 1 次中間答申（平成 27 年７⽉ 28 ⽇公表）8では、平成 28 年から概ね５年
間を⽬標として、総務省及び NICT が主体となって取り組むべき重点研究開発
分野・課題を定めるとともに、ソーシャル ICT ⾰命の推進と５つのキーワード
社会を「⾒る」・「繋ぐ」・「創る」・「守る」・「拓く」を新たな⽬標として定めた。
第１次中間答申の提⾔を踏まえ、総務省では、NICT の第４期中⻑期⽬標の策定
や、社会全体の ICT 化を⽬指し、企業・業種の枠を超えて産学官で IoT の研究
開発・実証・利活⽤を促進するための⺠主導の組織「IoT 推進コンソーシアム」
が平成 27 年 10 ⽉に設⽴された（図 1-17）。 

 

 
図 1-17 重点研究開発分野及び IoT 推進体制構築（第 1 次中間答申） 

                                                       
8 「新たな情報通信技術戦略の在り⽅」（平成 26 年諮問第 22 号）に関する情報通信審議

会からの中間答申（平成 27 年 7 ⽉ 28 ⽇） 
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin03_02000136.html 
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（2）第 2 次中間答申 

第 2 次中間答申（平成 28 年７⽉７⽇公表）9では、我が国が ICT 分野のみな
らず国全体で国際的な競争⼒を維持・強化し、持続的な経済成⻑を達成していく
ために、ICT 分野全体で産学官による総⼒戦が必要であることから、経済成⻑・
価値創造に重要な分野である先端的な IoT 分野と AI・脳研究分野について、今
後の研究開発・社会実装の推進⽅策について重点的に検討し、「スマート IoT 推
進戦略」と「次世代⼈⼯知能推進戦略」を取りまとめた。また、進むべき⽅向性
を具体的な⽅策へ翻訳して⽰すことができる「プロデューサ（軍師型⼈材）」、デ
ータを価値に変える能⼒や顧客ニーズを読む能⼒等を有する「サービス開発⼈
材」、⽣産機械等のハード/ソフトウェアの技術者及びセンサー・ネットワーク・
無線等の ICT 技術者である「エンジニア」、これら⼈材を巻き込んでイノベーシ
ョンを起こす「イノベーター」といった４種類の⼈材がチームを形成し、それぞ
れの役割を果たしながら IoT/BD/AI 時代に対応したオープン・クローズ戦略、
ビジネスモデルを検討し、データから価値を⽣み出すプラットフォームを形成
していくことの重要性が⽰された（図 1-18）。 

 

 
図 1-18 IoT/BD/AI 時代に対応するための⼈材像（第 2 次中間答申） 

  

                                                       
9 「新たな情報通信技術戦略の在り⽅」（平成 26 年諮問第 22 号）に関する情報通信審議

会からの第 2 次中間答申（平成 28 年７⽉７⽇公表） 
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02tsushin03_03000223.html 
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（3）第 3 次中間答申 

第 3 次中間答申（平成 29 年７⽉ 20 ⽇公表）10では、Society 5.0 実現に向
けた熾烈な国際競争の中で、我が国社会の⽣産性向上と豊かで安⼼な⽣活を実
現するため、NICT の最先端の⾔語処理技術、脳情報通信技術等の次世代 AI の
社会実装を図ることが喫緊の課題であり、その駆動⼒となるユーザ企業等の多
様な現場データ、⾔語、脳情報、宇宙等の重要分野の良質なデータを戦略的に確
保し、異分野データの連携で価値創出を図るための環境整備（「ICT データビリ
ティ」）を推進することとが⽰された。このため、『次世代 AI 社会実装戦略』及
び『次世代 AI×ICT データビリティ戦略』がとりまとめられ、これらの戦略に
基づき施策を推進することとされた（図 1-19）。 
 

 
図 1-19 次世代 AI×ICT データビリティによる技術開発及び 

社会実装の推進⽅策（第３次中間答申） 

  

                                                       
10 「新たな情報通信技術戦略の在り⽅」（平成 26 年諮問第 22 号）に関する情報通信審議

会からの第 3 次中間答申 
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin03_02000216.html 
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（4）ICT グローバル戦略 

社会全体のデジタル化の推進によって、国連の持続可能な開発⽬標（SDGs）
の達成や Society 5.0 の実現に貢献することを⽬的とし、総務省では、それらの
達成や実現に向けた⽅策を検討するため、平成 30 年 12 ⽉から令和元年 5 ⽉に
かけて、総務⼤⾂が主宰する「デジタル変⾰時代の ICT グローバル戦略懇談会」
11を開催した。本懇談会の報告書において、2030 年代の具体的な将来像の実現
に向けたキーテクノロジーの⾼度化等「ICT グローバル戦略」が策定され、令和
元年６⽉に開催された G20 茨城つくば貿易・デジタル経済⼤⾂会合等へインプ
ットを⾏った（図 1-20）。 

 

 
図 1-20 ICT グローバル戦略の全体像 

 
また、本懇談会での検討結果を踏まえ、総務省全体の総合⼒を⼀層発揮するな

ど政策資源を総動員し、より実質的に海外展開を進めるため、海外展開推進政策
の基本的⽅針及びとるべき⾏動についての計画を定める「総務省海外展開⾏動
計画 2020」12を令和２年５⽉に策定した。 

                                                       
11 デジタル変⾰時代の ICT グローバル戦略懇談会

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_gs/index.html 
12 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin07_02000002.html 
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（5）Beyond 5G 推進戦略懇談会 

総務省では、本格導⼊が進みつつある「5G」の次の世代である「Beyond 5G」
について、Beyond 5G の導⼊が⾒込まれる 2030 年代の社会において通信イン
フラに期待される事項やその実現に向けた政策の⽅向性等について検討を⾏う
ため、令和２年１⽉から総務⼤⾂主宰の「Beyond 5G 推進戦略懇談会」13を開
催した。 

2030 年代には、サイバー空間とフィジカル空間の⼀体化が更に進展し、フィ
ジカル空間で不測の事態が⽣じた場合でもサイバー空間を通じて国⺠⽣活や経
済活動を円滑に維持できるしなやかで強靭な社会が実現するとされており、我
が国における⼀層の社会課題解決と経済成⻑だけでなく、⼈類の共通基盤とし
て持続可能な地球環境と国際社会の構築にも⼤きく貢献することが期待されて
いる（図 1-21）。こうした社会の実現が期待される中で、我が国が⽬指すべき
Beyond 5G の姿を「Beyond 5G 推進戦略－6G へのロードマップ－」として令
和２年６⽉にとりまとめられた。 

 

 
図 1-21 2030 年代に期待される社会像14 

  

                                                       
13 Beyond 5G 推進戦略懇談会 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/Beyond-5G/index.html 
14Beyond 5G 推進戦略懇談会（第２回）資料より 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/Beyond-
5G/02kiban09_04000439.html 
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1.4.2  総務省における研究開発の取組 

総務省では、1.4.1 で述べた戦略等に基づき、これまで様々な研究開発施策を
推進してきた。主な事例を以下に⽰す。 
 
（１）光ネットワーク技術 

超⾼精細映像やビッグデータ等の流通によってネットワークの通信量が急増
し、ネットワークの消費電⼒も通信量に⽐例して増加している状況に対応する
ため、総務省では各社の強みを活かしたオールジャパン体制による研究開発を
実施し、世界最先端の光伝送技術等の開発に成功し、製品が市場投⼊されている
（図 1-22）。 

 

 
図 1-22 光ネットワーク技術等に関する研究開発成果 

 
（２）多⾔語翻訳技術 

世界の「⾔葉の壁」の解消を⽬的として、総務省では 2014 年に「グローバル
コミュニケーション計画」15を策定し、これまで NICT を中⼼に多⾔語翻訳技術
の研究開発を推進し、ディープラーニング技術の導⼊等により、翻訳精度の向上
や対応⾔語の拡⼤が図られてきた。また、NICT の技術とサービス提供者の橋渡
しの役割を担う「多⾔語翻訳プラットフォーム」により、多⾔語⾳声翻訳技術を
                                                       
15グローバルコミュニケーション計画 
https://www.soumu.go.jp/main_content/000285578.pdf 
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サービス提供者がより簡便に利⽤できる環境が構築されたことで、⾳声翻訳技
術を活⽤した様々な⺠間サービスの実⽤化・普及が進んでいる（図 1-23）。 

2020 年 3 ⽉には、「グローバルコミュニケーション計画 2025」16を策定
し、2025 年に向けて AI による「同時通訳」の実現を⽬指すなど、多⾔語翻訳
技術の更なる⾼度化等を推進することとしている。 
 

 
図 1-23 多⾔語翻訳技術の研究開発及び社会実装の推進 

 
（３）サイバーセキュリティ 

総務省では、サイバー攻撃の巧妙化・複雑化・多様化や、IoT 機器の普及に伴
う脆弱性拡⼤等のサイバー攻撃の脅威動向に適切に対処するため、サイバー攻
撃の観測・把握・分析技術を強化するべく、サイバーセキュリティ技術の研究開
発を推進してきた。NICT において、サイバー攻撃をリアルタイムで可視化・分
析する「NICTER」や、組織内のアラート等を統合分析する「NIRVANA 改」と
いったプラットフォームを開発し、セキュリティ製品への技術ライセンス提供
等が実施されている（図 1-24）。 
 

                                                       
16グローバルコミュニケーション計画 2025 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin03_02000298.html 
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図 1-24  NICT のサイバーセキュリティ技術の展開例 

 

このように 1.4.1 で述べた戦略に基づき、総務省及び NICT において様々な研究開発プ
ロジェクトが進められ、⼀定の成果を挙げたと⾔える。 

⼀⽅で、1.2 で述べた研究開発⼒やグローバル市場における競争⼒強化が急務とされて
いる中で、Beyond 5G 推進戦略が⽰す 2030 年代に期待される社会像、我が国を取り巻
く社会課題・技術動向等に即した国として取り組むべき研究開発課題、産学連携やオープ
ンイノベーションを進める体制の在り⽅、我が国の標準化戦略等様々な検討すべき課題が
ある。 
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1.5  検討事項 

1.1 から 1.4 まで述べた状況を踏まえ、Society 5.0 の実現、国内外の社会課
題の解決、国際競争⼒の強化と併せたグローバル展開等に向けた ICT 技術戦略
の推進のため、令和３年度から開始が⾒込まれる次期科学技術基本計画や NICT
次期中⻑期計画等を⾒据えつつ、今後 5 年間で国が重点的に取り組むべき ICT
分野の技術課題や社会実装⽅策等について以下の検討を⾏った。各項⽬の検討
結果については、次章以降で述べる。 
 
（第２章） 
○ 国として重点的に取り組むべき研究開発 

・戦略的に進めるべき研究領域 
・国として取り組むべき研究開発分野・課題 

 
（第３章） 
○ 研究開発の推進⽅策 

・技術シーズを社会実装するオープンイノベーション⽅策 
・技術をベースとする ICT スタートアップ・ベンチャーの創出・成⻑ 
・社会に新たな価値を⽣み出すハブとなる産学連携拠点形成 
・政府の研究開発制度設計 
・イノベーションを⽣み出す源泉である「⼈材」の確保・育成・交流 

 
（第４章） 
○ 標準化の推進⽅策 

・注⼒すべき標準化領域 
・標準化活動の推進⽅策 
・標準化⼈材の確保・育成 
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第２章 国として重点的に取り組むべき研究開発 

2.1 戦略的に進めるべき研究領域 

我が国において新たなイノベーションを持続的に創出し、これまでにない価
値の創造や社会システムの変⾰等をもたらすためには、あらゆる産業・社会活動
の基盤である ICT 分野における研究開発を戦略的に推進し、その成果である⾰
新的な技術シーズを着実に社会実装へとつなげていくことが不可⽋である。 

また、今回の新型コロナウイルス流⾏拡⼤を契機に、「新たな⽇常」を⽀える
インフラとして、あるいはウィズコロナ/ポストコロナ時代の課題解決に資する
⾰新的な技術として、ICT の重要性は⼀層⾼まっている。 

その際、限られた資源を最⼤限活⽤するという認識の下、各種政府戦略の⽅針
踏まえつつ重点的に研究開発を⾏うべき課題を特定し、産学官の密接な連携及
び適切な役割分担によって集中的に取組を推進していくことが必要である。本
章では、個々の技術に係る研究開発課題のうち、国が主導して重点的に推進すべ
きものを「重点研究開発課題」（2.2 参照）、⽬標や社会に対して果たす役割等か
ら関連性が⾼い技術を⼤きく分類したものを「重点研究開発分野」（2.1（1）参
照）、さらに、今後５年間で拠点形成等戦略的に推進すべき技術を特定・抽出し
たものを「戦略的に推進すべき研究領域（以下、戦略領域）」（2.1（2）参照）と
して、それぞれ具体的に⽰していくこととする（図 2-1）。 

 

 
図 2-1 国として重点的に取り組むべき研究開発の全体像 

 
（１）重点研究開発分野 

「新たな情報通信技術戦略の在り⽅」（平成 27 年 7 ⽉ 28 ⽇中間答申、以下
「第１次中間答申」）では、IoT 技術を⽤いて⼈・モノ・コトと知性を繋いで、
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実社会とサイバー空間を強⼒に連携させることにより、ICT による社会課題解
決のみならず健康・医療、交通・物流、公共サービスのような幅広い分野におい
て、社会システムの効率化・最適化等による新たな価値の創造を図る「社会全体
の ICT 化」を⽬指すこととされた。 

また、「第 5 期科学技術基本計画」（平成 28 年 1 ⽉ 22 ⽇閣議決定、以下「第
１次中間答申」）が⽬標として掲げている「超スマート社会＝Society5.0」の実
現、さらには ICT をサイバー空間とフィジカル空間を融合させる必要不可⽋な
社会インフラの基盤としていくためには、「社会全体の ICT 化」に向けた取組を
加速していく必要がある。 

このため、「第１次中間答申」において、ICT の重点研究開発課題に関する 5
つの分類（社会を「観る」、社会を「繋ぐ」、社会（価値）を「創る」、社会（⽣
命・財産・情報）を「守る」及び未来を「拓く」）を設定した考え⽅⾃体は継続
した上で、第１次中間答申以降の研究開発プロジェクトの進捗状況及び国内外
の動向等を踏まえ、重点的に研究開発を⾏う５分野（電磁波先進技術分野、⾰新
的ネットワーク分野、ユニバーサルコミュニケーション分野、サイバーフィジカ
ルレジリエンス分野、フロンティアサイエンス分野）を改めて設定した（図 2-
2）。 

 

 
図 2-2 重点研究開発分野の概要 
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（２）政府戦略等を踏まえた戦略的研究領域 
「第 5 期科学技術基本計画（平成 28 年 1 ⽉ 22 ⽇閣議決定）」に基づき策定

された「統合イノベーション戦略 2019（令和元年 6 ⽉ 21 ⽇閣議決定）」では、
全ての科学技術イノベーションの創出や経済社会構造にも影響を与える最先端
の基盤的技術分野として、AI 技術、量⼦技術等を掲げるとともに、「AI 戦略 2019」
や「量⼦技術イノベーション戦略」といった個別戦略も策定されている。第 1 章
でも述べたが、「AI 戦略 2019」では、「未来への基盤作り」「産業・社会の基盤
作り」「倫理」に関する取組を特定し、特に、「未来への基盤作り」において研究
開発に関する取組が掲げられており、AI 中核センター群の抜本的改⾰と研究開
発ネットワークによって AI 研究開発の⽇本型モデルを構築する⽬標等が⽰され
ている。 

「量⼦技術イノベーション戦略」では、主要技術領域の設定や技術ロードマッ
プを策定するとともに、国内外から⼈や投資を呼び込み、基礎研究から技術実証、
⼈材育成まで⼀気通貫で実施する量⼦技術イノベーション拠点（国際ハブ）を形
成する等が掲げられており、量⼦セキュリティ等我が国の研究機関や⼤学、企業
等が⾼いポテンシャルを有し、将来の産業・イノベーションの⾶躍的発展が期待
される技術領域等における拠点化が推進されている。 

また、「世界最先端デジタル国家創造宣⾔・官⺠データ活⽤推進基本計画（令
和元年 6 ⽉ 14 ⽇閣議決定）」等、関連する政府戦略においても、同様に AI 技
術、量⼦技術、サイバーセキュリティ等に係る研究開発の重要性が挙げられてい
る。 

総務省においては、令和 2 年 1 ⽉より「Beyond 5G 推進戦略懇談会」を開催
し、5G の次の世代の基幹インフラとして位置付けられる Beyond 5G の推進⽅
策について検討が進められており、今夏を⽬途に、サービス導⼊時に⾒込まれる
ニーズを踏まえた今後の技術開発の⽅向性等を包含した、推進戦略がとりまと
められる予定である。 

こうした政府戦略等を踏まえ、また、今後加速する本格的なデジタル・トラン
スフォーメーションへの対応や、Society 5.0 の早期実現等に向けた次世代の
ICT 基盤のために必要不可⽋な先端技術であること等にも鑑み、今後 5 年間で
特に「戦略的に推進すべき研究領域（戦略領域）」として、「Beyond 5G の実現」、
「AI（脳情報通信、データ利活⽤）」、「量⼦情報通信」、「サイバーセキュリティ」
の４領域を特定することが適当である。これらの領域については、関係府省間で
の連携を図りながら、我が国における拠点形成や推進体制の強化等も含め、産学
官⼀体となった戦略的な取組を強⼒に推進していく必要がある（図 2-3）。 
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図 2-3 重点研究開発分野における戦略 4 領域 

 

① Beyond 5G 
 Beyond 5G 推進戦略懇談会がとりまとめる推進⽅策を踏まえ、Beyond 5G
に求められる機能を実現するために、図 2-4 に⽰すテラヘルツ波や光・量⼦、
AI 等の先端技術を含む無線技術、ネットワーク技術、省エネ技術、セキュリテ
ィ技術、これらの基盤となるソフトウェア関連技術等の研究開発に取り組み、順
次要素技術の確⽴を⽬指す。 

 

 
図 2-4 Beyond 5G 戦略領域の概要 
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② AI（脳情報通信、データ利活⽤） 
脳情報通信及びデータ利活⽤の AI に関する戦略領域においては、次の⽬標を

掲げ、研究開発に取り組むこととする（図 2-5）。 

・Society 5.0 の⽬指す⼈間中⼼社会の実現を脳情報通信技術で⽀援。そのため
の脳情報処理モデルに基づくデコーディング技術を確⽴する。 

・2025 年⼤阪・関⻄万博までに、ビジネス・国際会議等での議論の場⾯にも利
⽤可能な実⽤レベルの同時翻訳を実現する。 

 

 
図 2-5 AI 戦略領域の概要 
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③ 量⼦情報通信 
 衛星及び光ファイバーネットワークを統合するグローバル量⼦セキュアネッ
トワークの実現に向けた基盤技術の確⽴を⽬指す（図 2-6）。 

 

 
図 2-6 量⼦暗号通信戦略領域の概要 
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④ サイバーセキュリティ 
 サイバーセキュリティ関連情報を⼤規模集約・横断分析し国産情報を創出す
るデータ駆動型サイバーセキュリティ統合知的基盤の構築とともに、
5G/Beyond 5G 等の新たなネットワーク環境におけるセキュリティ検証技術の
確⽴及び量⼦計算機時代等の将来環境でプライバシーを確保でき、安全に利⽤
できる暗号基盤技術の確⽴を⽬指す（図 2-7）。 
 

 

図 2-7 サイバーセキュリティ戦略領域の概要 

 
2.2 重点研究開発課題 

2.2.1 国が主導して推進すべき研究開発課題の考え⽅ 

2.1 では、第１次中間答申以降の研究開発プロジェクトの進捗状況や国内外の
動向等を踏まえ、５つの重点研究開発分野を⽰した。また、第 1 次中間答申に
おいて、次の表のとおり「国が主導して推進すべき研究開発の基本的な考え⽅」
を⽰したが、その後の環境変化等も踏まえつつ改めて検討を⾏ったが、現時点に
おいても、基本的な考え⽅に⼤きな変更は必要ないものと考えられることから、
引き続き同様の考え⽅に基づき、重点研究開発課題を特定することが適当であ
る。 
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国が主導して推進すべき研究開発の考え⽅ 
（1） 国際的な競争優位性を有する可能性があるが、研究開発に⻑期間を要し、⼤き

な開発リスクを伴うもの 

－技術の実現により国際的な競争優位性を獲得する可能性があるが、確⽴に⻑期間を
要し、⺠間での研究開発実施には⼤きなリスクを伴うもの 

（2） 国際標準化が必須であり、技術が確⽴しても利⽤できる保証がないもの 

－技術が完成するだけでなく、国際標準も獲得しなければ製品化に結びつかない技術
のうち、⼤きな投資が必要なもの 

（3） 国による必要性を踏まえて開発するもの 

－国が必要としており、そのニーズが⺠間におけるニーズよりも先進的なものや、国
が定める戦略の実現のため⺠間のニーズよりも⾼度な技術の確⽴が求められるもの 

（4） ⽇本の強みを活かせる新たなビジネス領域の開拓につながるもの 

－我が国に強みがある領域の優位性を維持し、その優位性を活かして世界に先駆けた
新たなビジネス領域の開拓や展開が期待できるもの 

（5） 国の存⽴を確保するために我が国として維持すべきもの 

－幅広い側⾯からの安全・安⼼の確保等、我が国を⽀える基盤として維持すべきもの 

（6） 持続的成⻑や社会発展への寄与等、様々な分野への波及効果が⾼いもの 

－その実現により我が国の持続的成⻑や社会発展に寄与することが期待される等、幅
広い分野に⾼い波及効果が⾒込まれるもの 

（7） 多様なシーズを育てることが必要なもの 
－破壊的イノベーションや社会課題の解決につながる可能性を秘めるが、どのような
ものがイノベーション実現に貢献するか予測できないもの 

（8） その他（開発者が受益することが困難なもの、国の資源の利⽤効率化につなが
るもの等） 

－当該技術の普及に技術⾃体を極めて低廉に提供する必要が想定されるため、経済合
理性から研究開発が進まないものや、国が管理する未利⽤資源の利⽤可能化や利⽤効
率向上につながるもの 
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2.2.2 各重点研究開発課題の概要 

2.2.1 で⽰した「国が主導して推進すべき研究開発の考え⽅」の（1）から（8）
までのいずれか⼜は複数に該当する重点研究開発課題は以下の表のとおりであ
る。なお、それぞれの重点研究開発課題について、今後の時間軸に沿った取組⽅
針を具体化する⼯程表をとりまとめ、成果イメージとともに別添資料としてい
る。 

また、1.2 で述べたように、新型コロナウイルスによる影響で社会の仕組みや
価値観が⼤きく変わり、今後、国内外において新たな対応等に関する検討が進展
することに伴い、解決すべき課題や求められる技術要素も変化することが想定
される。こうした重点研究開発課題及び⼯程表については、今後の社会情勢や国
内外の技術動向等の環境変化に応じて⾒直しを⾏うことが必要である。 

 

 Ⅰ. 電磁波先進技術分野 

 
 (1) リモートセンシング技術 

重点研究開発課題 概要 
① 適応型センシング
技術に関する研究開発 

⼤気中の⽔蒸気や降⾬の状態、地⾯・海⾯、構造
物、植⽣等の影響により変化する局所的な電磁波伝
搬を⾼精度に把握する観測技術・分析技術の研究開
発を⾏い、平常時・⾮常時問わず効果的に機能する
センシング技術・予測技術の社会における活⽤を促
進する。 

② 衛星搭載センサー
に関する研究開発 

⼤気中の雲や降⾬の状態等によって変化する電
磁波伝搬を、衛星に搭載した無線機器を⽤いてグロ
ーバルかつ⾼精度に把握する観測技術・分析技術の
研究開発を⾏い、地球規模の気候変動の監視や天気
予報等の予測精度向上、地球温暖化・⽔循環メカニ
ズム等の解明に資する。 
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(2) 宇宙環境計測技術 

重点研究開発課題 概要 
① 宇宙環境の現況把
握及び予測に関する研
究開発 

通信・放送・測位・航空・⼈⼯衛星等の安全・安
定運⽤に資する宇宙環境計測技術、宇宙環境シミュ
レーション・データ同化技術、AI 技術等を利⽤し
た現況把握及び予測・警報の⾼度化（より⾼精度な
情報をより先んじて得る）に関する技術を確⽴す
る。 

② 宇宙天気予報シス
テムの研究開発 

宇宙天気予報業務を安定的に遂⾏し、国内及び国
際的に情報を発信する。また、それらに必要となる
システム開発を実施するとともに、関連する標準化
に貢献する。 

 

 (3) 電磁環境計測技術 

重点研究開発課題 概要 
① 先端 EMC 計測技術
の研究開発 

電気電⼦機器と通信機器が混在した状況下にお
ける電磁⼲渉評価技術を確⽴する。また、電磁⼲渉
評価に必要な⾼分解能電磁環境計測技術及び較正
技術の研究開発を実施する。 

② ⽣体 EMC 技術の研
究開発 

無線技術の⾼度化に対応した安⼼・安全な電波
利⽤環境を構築するため、新たな無線システム等
の電波防護指針への適合性評価技術、Beyond 5G
等で利⽤されるテラヘルツ帯までの電波の⼈体ば
く露評価技術等に関する研究開発を実施する。ま
た、⼈体電波ばく露レベルに関する詳細かつ⼤規
模なデータを取得・活⽤し、関連する標準化に貢献
する。 
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Ⅱ.⾰新的ネットワーク分野 

 

 
(1) 通信機能複合型ネットワーク技術 

重点研究開発課題 概要 
① オープンネットワ
ークテレメトリーによ
る⼤規模ネットワーク
制御技術の研究開発 

ネットワークテレメトリーのオープン化を⾒据
えた⼤規模ネットワーク制御技術を開発する。 

オープンネットワークテレメトリーにより集約
される膨⼤なネットワーク状態情報を、ヒューリ
スティックなアプローチを⽤いることにより⾼効
率に分析し、柔軟かつ細やかなネットワーク資源
調整を可能とする。本技術により通信事業者が⼤
規模なマルチベンダ環境においても多様なアプリ
ケーション QoE を満たせるようになる。具体的に
はアプリケーション QoE の 30 ポイント向上（現
状平均 60%達成する環境において 90%まで向上）
を可能にする。 

② 遅延保証型ルータ
ー技術の研究開発 

従来のソフトウェアルーターが引き起こすパイ
プライン処理割り込みにより⽣じる処理遅延揺ら
ぎを排除するため、決定論的（Deterministic）ア
ーキテクチャを⽤いた遅延保証型ルーター技術の
研究開発を⾏う。これにより、処理遅延の揺らぎを
数百マイクロ秒から数⼗マイクロ秒内に安定化さ
せることを可能とする。 

③ 分散情報管理機構
及び情報指向型通信技
術を応⽤した情報特性
指向型の通信技術の基
礎研究 

IoT デバイスやエッジから⽣成・発信される膨⼤
な情報に対し、多様な情報特性（例えば、発信者や
アプリケーションが特定若しくは認証されている
情報か否かなどの「信頼性」、位置情報を付帯して
いる若しくは位置情報に依存すべき情報であるか
否かなどの「地域性」、その情報が有効であるべき
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時間など）に対応する次世代ネットワークサービ
スの実現を⽬指し、分散情報管理機構及び情報指
向型通信技術を応⽤した情報特性指向型の通信技
術の基礎研究を⾏う。これにより特定の環境下に
おいてはデータ転送遅延を 1 ミリ秒程度に抑える
ことが可能な通信技術を確⽴する。 

 

 (2) フォトニックネットワーク技術 

重点研究開発課題 概要 
① 超多量チャネル光
ネットワーク技術の研
究開発 

Beyond 5G 時代の増⼤を続ける通信トラフィッ
クに対して持続的な対応が可能な光ネットワーク
を実現するため、空間・波⻑領域を活⽤したマッシ
ブ光チャネルを提供可能な光ファイバ及び光伝送
技術、さらにそれらの光チャネルを収容可能な総リ
ンク容量が数 10 ペタ bps の光ノード技術などの
超多量チャネル光ネットワーク技術の研究開発を
実施する。また、光通信や光計測に適⽤して電⼦処
理の速度限界を超える⾼速化を実現する光領域信
号処理技術に関する研究開発を実施する。 

② 光ネットワークの
フレキシビリティ拡⼤
に関する研究開発 

アプリケーションからの光ネットワークへの多
様な要求に対して、オンデマンドで必要⼗分なリソ
ースを⽤いて、コアやアクセスなどにおいて様々な
特性を持つ安定した通信環境を適応的に提供可能
とするため、オープン/プログラマブル光ネットワ
ークに向けたマネージメント省⼒化のための光ハ
ードウェアや変化適応⼒向上のための多量光デー
タに基づく光ネットワーク⾼度解析・制御技術の研
究開発を実施する。 

 

(3) 光・電波融合アクセス技術 

重点研究開発課題 概要 
① 伝送メディアに依
存しないアクセス基盤
技術の研究開発 

光を⽤いた有線通信や、電波を⽤いた無線通信等
の伝送メディアの選択的・調和的な活⽤により、環
境変化などによるネットワーク状況の変動を平準
化できるアクセス／ショートリーチ情報通信の基
盤技術研究を⾏う。許容遅延や環境等に対する制
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御・データ信号の伝送メディア選択及び変換や、そ
の物理限界を追求する。 

また、アナログ・デジタル⽅式の両⽅を効果的に
活⽤した次世代光ファイバ無線技術、光と電波にわ
たる広帯域波形信号のパラレル処理を可能とする
スケーラブルな帯域制御技術等の研究開発により、
Beyond 5G 時代以降の利⽤シーン拡⼤に資するア
クセス／ショートリーチ情報通信基盤技術を確⽴
する。 

② 光・電波融合マッシ
ブ集積ハードウェア基
盤技術に関する研究開
発 

Beyond 5G 時代以降のネットワークをより柔軟
に活⽤するために、多量の送受信器やセンサー等の
フィジカルリソースを適応的かつ柔軟に拡充・補完
することを可能とし、量⼦効果等の物理的機能を⽤
いた光・電波融合マッシブ集積パラレルハードウェ
ア技術の研究開発を⾏う。 

また、光と電波の帯域を融合して活⽤するオール
バンド ICT ハードウェアや伝送サブシステム基盤
技術の研究開発により、光や電波の任意の伝送メデ
ィアの基準波形信号⽣成や周波数帯域の相互変換
等をチップ上で可能とする波形処理ハードウェア
基盤技術や、広帯域波形信号のパラレル処理に資す
るフレックス・パラレルハードウェア技術を確⽴す
る。 

 

(4) 次世代ワイヤレス技術 

重点研究開発課題 概要 
① サイバー空間とフ
ィジカル空間との効率
的な接続を検証する無
線システム評価技術の
研究開発 

様々な無線システムの研究開発期間の短縮を実
現するため、他の無線システムから受ける⼲渉も
含めた電波環境をサイバー空間上で模擬すること
で、無線システムの特性を詳細に評価する技術の
研究開発を⾏うとともに、得られる結果をフィジ
カル空間の実フィールドにおいて検証が可能なシ
ステムを確⽴する。 

② 端末・基地局間連携
を加速する⾼度無線ア
クセスシステムの研究
開発 

⾼速・低遅延・多数接続を実現する 5G の⾼度化
と Beyond 5G 基盤技術の実現に向けて、容量を向
上させる無線アクセス技術及び関連する実装技術
の開発を実施する。また、通信状況をリアルタイム
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可視化し様々な無線システムが混在する無線環境
を評価可能な技術を確⽴する。また、多様な無線端
末の接続条件に応じてアプリケーションの要求を
満⾜する環境を制御する技術の開発を実施する。 

③ 無線エリア⾼度化・
拡張技術の研究開発 

⾃動運転を含めた⾼度交通システムや、ドロー
ン、無⼈機システム等、社会展開の加速が予想され
る地上・空中を含む⾼度なモビリティ運⽤を確実
かつ効率的に実現するための超低遅延無線システ
ム及び複数端末制御技術の研究開発を⾏う。また、
海底資源探査・災害現場等での正確な情報・状況把
握を実現するための極限環境通信技術の確⽴及び
センサーデータ取得技術の研究開発を実施する。 

 

(5) テラヘルツ波 ICT プラットフォーム技術 

重点研究開発課題 概要 
① テラヘルツ波領域
の次世代通信／計測シ
ステムに関する評価基
盤技術の開拓 

Beyond 5G を⾒据えた今後の更なる周波数利⽤
の拡⼤と標準化動向を鑑み、テラヘルツ波利活⽤の
ためのシステム展開に向けた評価基盤技術等の研
究開発を実施する。 

② テラヘルツ波領域
の広帯域・⾼速信号計
測基盤技術の研究開発 

Beyond 5G で更なる⾼周波化が予想される無線
通信や⾼精度計測の基盤技術、及び無線通信テスト
ベッド技術等に関する研究開発を⾏う。また、広帯
域テラヘルツ信号源を⽤いた超⾼速計測に資する
基盤技術等の開発を実施する。 

 

(6) 宇宙通信基盤技術 

重点研究開発課題 概要 
① 衛星フレキシブル
ネットワーク基盤技術 

衛星ネットワーク（光・電波含む）と地上ネット
ワーク（航空機・ドローン・IoT 端末等含む）が多
層的に展開される統合型モビリティネットワーク
において、流通データの要求条件（通信容量、遅延、
信頼性等）を踏まえ、最適な通信経路や通信条件を
探索することで、効率的なデータ流通を可能とする
衛星フレキシブルネットワーク基盤技術の研究開
発に取り組む。本技術を活⽤し、衛星を⽤いた通信
技術の検証や実証実験を実施し、実⽤化を⽬指して
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標準化に資する基盤技術を確⽴する。 

② ⼤容量光衛星通信・
デジタルペイロード通
信・⾼秘匿通信基盤技
術 

陸上・海上・空域・地球近傍・⽉等あらゆる場所
の多地点から、⼤容量かつ低コストで、信頼性（可
⽤性）が要求される様々なデータの流通を⽬指し、
⼩型衛星や深宇宙等への⼤容量光通信技術の適⽤、
フルデジタルペイロード通信技術の適⽤等に関す
る基盤技術の研究開発に取り組む。 

また、安⼼安全で⾼秘匿な無線通信システムを確
⽴するため、宇宙における⾼感度・量⼦通信の基盤
技術の研究開発に取り組む。これらの技術を活⽤
し、⼩型衛星や⾶翔体等を⽤いた実証実験を実施
し、実⽤化を⽬指して標準化に資する基盤技術を確
⽴する。 

 

(7) タフフィジカル空間情報通信技術 

重点研究開発課題 概要 
① タフ環境に適応す
る無線アクセス技術の
研究開発 

外来⼲渉や複雑な構造によるマルチパス等によ
って電波の利⽤が困難な環境（タフ環境）において、
低遅延・⾼信頼を提供する無線ネットワークが必要
になる群ロボットの制御等への適⽤を想定し、リア
ルタイム性を備えた電波の伝わり⽅の可視化技術、
可視化された情報をもとにした周波数チャネル・通
信経路等の通信資源最適化技術、⾼信頼・低遅延・
多数同時接続を両⽴させる無線アクセス技術、及び
電⼒・周波数の利⽤効率や接続性の向上を図る無線
ネットワーク技術を確⽴する。 

② ⾃⼰産出型エッジ
クラウド技術の研究開
発 

サイバー空間とフィジカル空間で様々なリソー
ス（資源）が適所・適時に管理されて効果的に利活
⽤できるようにする。グローバルにつながった既存
のクラウドやネットワークから切り離された場合
でも、フィジカル空間に分散し利⽤者近くに遍在す
るリソース（主に、通信資源や計算資源）により、
常時接続の可否を問わず、ローカルだけでもサービ
スを完結でき、ローカルに保管されたデータを効果
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的に利活⽤できるクラウド（⾃⼰産出※型エッジク
ラウド）の構築を可能とする基盤技術を確⽴する。 

※⾃⼰産出︓⾃ら⾃⼰組織化し、⾃らの構成要素を作り出しながら、分裂

後は個々の単体としても機能し、合体すれば全体としても機能する性質

もしくはその概念） 
 

(8) 時空標準技術 

重点研究開発課題 概要 
① ⾼信頼な標準時・標
準周波数を⽣成する技
術 

秒の再定義に必要な光周波数標準技術及びその
遠距離⽐較技術を発展させるとともに、分散配置さ
れた原⼦時計群と光周波数標準を組み合わせるこ
とで、⾼精度と⾼可⽤性を両⽴した⽇本標準時及び
標準周波数を実現する。 

② 基準時刻・標準周波
数を供給する技術 

⼩型・安価な原⼦時計の開発や様々な時刻・周波
数伝送⼿段の利⽤をすることで、標準時刻・標準周
波数の多様化するニーズに対応した提供⼿法の検
討及び開発を実施する。 

③ 周波数標準の性能
を活かす新たな利⽤技
術の開発 

新たな波⻑域で利⽤できる周波数標準の実現及
び光周波数標準の新たな利活⽤領域の開拓により、
周波数標準の社会でのさらなる活⽤を促進する。 

 

 

 

Ⅲ. ユニバーサルコミュニケーション分野  
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 (1) 未来コミュニケーション技術 

重点研究開発課題 概要 
① AI による同時通訳
の実現のための⾰新的
多⾔語翻訳技術の研究
開発 

NICT が開発した多⾔語⾳声翻訳技術の更なる
⾼度化により、2025 年⼤阪・関⻄万博までに、⽂
脈や話者の意図等を補完し、ビジネス・国際会議等
での議論の場⾯にも利⽤可能な実⽤レベルの多⾔
語同時通訳を実現するため、以下の技術の研究開
発に取り組む。 
 時間のロスがほとんどない同時通訳を機械で

実現するため、⼊⼒発話の分割点検出や要約・
翻訳の最適化を⾏う技術 

 ⽂脈（会話・⽂章の流れ）、話者の意図、周囲
の状況、⽂化的背景等を補完して通訳精度を⾼
めるための⽂脈処理・マルチモーダル技術 

 同時通訳システムの実⽤化に資する⾳源分離
技術や AR との連携技術 

 対話/SNS/論⽂/新聞など様々な分野における
多⾔語の情報を⽇本語のみで受発信可能とす
る翻訳技術 

 ⾳声/⾮⾳声、複数話者の⾳声、⾃然な発話/読
み上げ、⽇本語/外国語などが混在する様々な
オーディオストリームから発話内容を⽂字化
する⾳声認識技術  

 適切な情報をストレスのない⾃然な⾳声情報
として出⼒するための⾳声合成技術 

上記研究開発では、同時通訳技術の性能評価⼿
法を確⽴した上で、当該評価⼿法に基づき実⽤レ
ベルの評価を得ることを⽬指す。 

また、これらの研究開発を着実に実施するため、
膨⼤な計算能⼒を有する計算機基盤の整備、⼤量
かつ⾼品質な⾔語データ（⾳声・翻訳）や画像デー
タ等の整備、海外の研究者との⼀層の連携強化の
ための環境整備、研究から産業化までを含めたデ
ータ利活⽤システムの確⽴や最適なオープン・ク
ローズ戦略推進のためのプライバシー・セキュリ
ティの確保など、更なる AI 研究基盤の整備を実施
する。 
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② 社会知活⽤型⾳声
対話の研究開発 

膨⼤なテキストで学習させた、⽂脈情報も認識
可能な超⼤規模ニューラルネット等の⾼度な深層
学習技術を⽤いて、インターネット等から、複数⽂
書の情報を融合しつつ、⼈間にとってわかりやす
く表現された知識を取得し、さらには、それら知識
の組み合わせや類推等で様々な仮説も推論する技
術を開発する。さらに、同様に深層学習技術を⽤い
て、前記技術で抽出された知識・仮説や、⽤途や適
⽤分野に合った⽬的やポリシーを持つ仮想⼈格を
⽤い、ユーザの背景や⽂脈に合わせた対話ができ
る⾳声対話システムを開発する。 

 

(2) 未来コミュニケーション技術 

① スマートデータ利
活⽤基盤技術の研究開
発 

スマートで持続可能な社会の実現を⽬指し、フ
ィジカル空間とサイバー空間の間のデータ還流に
よる社会システムの全体最適化を可能にすべく、
多種多様な IoT データを⽬的に応じて取得、変換、
複合化し、それらを分析する AI モデルを地域間や
ユーザ間で転送、集約しながら状況認識や⾏動⽀
援の最適化を効果的に⾏えるようにするスマート
データ利活⽤基盤技術を確⽴する。 
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Ⅳ. サイバーフィジカルレジリエンス分野  

 

 
 

(1) サイバーセキュリティ技術 

重点研究開発課題 概要 
① データ駆動型サイ
バーセキュリティ技術
の研究開発 

我が国のサイバー攻撃対処能⼒の絶え間ない向
上に貢献するため、無差別型攻撃や標的型攻撃等の
多種多様なサイバー攻撃観測技術、可視化技術、AI
を駆使した⾃動分析・⾃動対策技術の確⽴・⾼度化
を⾏う。また、サイバーセキュリティ関連情報を⼤
規模集約した上で横断分析を⾏い、サイバー攻撃対
処能⼒の向上を図り、国産セキュリティ技術の検証
や実践的な脅威情報の⽣成・共有に資するデータ駆
動型サイバーセキュリティ統合知的基盤を構築す
る。 

② エマージング技術
に対応したネットワー
クセキュリティ技術の
研究開発 

5G/Beyond 5G 等の新たなネットワーク環境に
おけるセキュリティを向上させるため、クラウド、
コネクテッドカー、IoT 機器などのエマージング技
術に対応した新たなネットワーク環境におけるセ
キュリティ検証技術、IoT 機器や通信機器等のコネ
クテッドデバイスのセキュリティ検証技術等を確
⽴する。 

③ 暗号基盤技術に関
する研究開発 

データのセキュリティやプライバシーを確保し、
安全なデータ流通と利活⽤を促進する暗号技術を
創出する。また、暗号技術の安全性評価及び耐量⼦
計算機暗号などの新たな暗号技術の開発により、量
⼦計算機時代に安全に利⽤できる暗号基盤技術を
確⽴する。 
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 (2) 国⼟強靭化を促進する情報通信技術 

重点研究開発課題 概要 
① 災害影響・予兆情報
の早期検知と対応した
ネットワーク⾃動制御
技術の研究開発 

光ファイバ網を基盤とする広域トランスポート
ネットワークに影響をもたらす事象を検知するテ
レメトリ機能の強化・拡張と、性能劣化の早期検
知、及び⾃動制御によるパフォーマンス低下の防
⽌技術の研究開発に取り組む。また、ネットワーク
リソースのオープン化、及び需給マッチングや、通
信と計算インフラの連携復旧などによる速やかな
機能復旧技術の研究開発を実施する。 

② エラスティックリ
アルタイム社会知解析
技術の研究開発 

災害対応 ICT システムは平時には活⽤されない
⼀⽅、いつ発⽣するかわからない災害のために運
⽤を継続する必要がある。本技術の研究開発では、
平時の運⽤コストを最低限に抑制しながら、⼤規
模な災害が発⽣した際に、量的に膨⼤なものにな
る可能性のある被災者から発せられる情報、すな
わち社会知や、その解析結果に対する被災者から
のアクセスの質的、量的変動等にエラスティック
に追従し、より有効な災害対応を可能にするリア
ルタイム社会知解析技術を開発する。 

③ レジリエント⾃然
環境計測 IoT 技術の研
究開発 

災害原因となる⾃然現象の早期検知や現状把握
をレジリエントに⾏うため、センサー群が周辺環
境やネットワークリソース、さらには再⽣エネル
ギーを含む電源状況等の情報に基づく⾃律・協調
的なシステム制御、ネットワーク制御を⾏うこと
により、堅牢性、冗⻑性、リソースの最適化及び復
帰の迅速性が考慮された IoT 技術の研究開発を⾏
う。合わせて、効果的な情報伝達とその流通に資す
る、データ等を総合的に活⽤した分散センシング
データ解析・情報表現技術の研究開発を実施する。 
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Ⅴ. フロンティア研究分野  

 

 
(1) フロンティア ICT 技術 

重点研究開発課題 概要 
① 超伝導単⼀光検出
器(SSPD)、超伝導デジ
タル信号処理回路、超
伝導量⼦ビットに関す
る研究開発 

SSPD の単⼀光⼦イメージングシステム、オンチ
ップ量⼦光学回路等への応⽤展開を⽬指し、更な
る多ピクセル化、広波⻑帯域化、⾼速化に資する技
術、超伝導デジタル信号処理回路との融合技術、光
導波路との集積化技術を確⽴する。また、Beyond 
5G 時代の安全性の⾼いネットワークの実現に向
けた量⼦ノード要素技術として（新規）超伝導量⼦
ビットの作製とその⾼性能化に関する研究開発を
実施する。 

② ナノハイブリッド
基盤技術の研究開発 

超⾼速・⼤容量・低消費電⼒の光通信システム、
サブテラヘルツ以上の超⾼速無線通信システム、
量⼦通信、光情報処理、広帯域・⾼感度センシング
等を実現するため、原⼦・分⼦レベルでの構造制
御、機能融合、有機・無機ハイブリッド等の基盤技
術及びハイブリッド光変調器の実⽤化技術、テラ
ヘルツ光変調器等の⾰新的デバイス、サブシステ
ムの研究開発を実施する。 

③ バイオ ICT 基盤技
術の研究開発 

⽣命体が得意としている分⼦を介したコミュニ
ケーションの利活⽤を実現するため、情報通信の
知⾒と⼈⼯分⼦機械・⼈⼯細胞の構築に関する基
礎技術、⽣物や細胞を⽤いた化学センシング技術
の開発に関する優位性を活かして、バイオマテリ
アルによる情報識別システムの⾼度化を⽬指す。 

このため、現在の情報通信技術では測定や伝送
が難しい⽣体の化学感覚や⽣物活性物質の影響等
を評価する技術に関する研究開発を⾏う。また、化
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学物質を⽤いた情報通信の⼈為制御に必要な要素
技術として、ソフトマテリアルを活⽤した新規情
報素⼦の設計・作製・操作に関する研究開発を実施
する。 

④ ⾃然知規範型情報
処理技術の研究開発 

⽣物が実現している極⼩の情報量を介したコミ
ュニケーションを実現するため、情報通信の知⾒
と分⼦から個体に⾄る⽣体ネットワークに関する
基礎研究・解析技術の優位を活かして、⾃然知に規
範した⾃律的 AI・情報通信システム等の新技術の
創出を⽬指す。 

このため、上記の新規情報通信を実現するため
の基盤技術の研究開発を⾏う。具体的には、分⼦・
細胞・細胞ネットワーク等の様々な⽣物階層に潜
む⾃然知の計測・評価技術及び情報処理/制御プロ
セスの解析技術等に関する研究開発を⾏いつつ、
認知科学、電⼦デバイス⼯学等の分野融合により、
消費エネルギーを抑えつつ⾃然知に規範した知的
処理を⾏うアルゴリズム・システムの構築を実施
する。 

⑤ 超⾼周波無線デバ
イス／システム技術に
関する研究開発 

Beyond 5G 等で利⽤が期待されるミリ波以上の
超⾼周波無線の応⽤展開のために必要なデバイ
ス・モジュール技術を⾼度化しシステム化すると
ともに、超⾼周波無線通信・センシングシステムへ
の利活⽤に向けたシステム応⽤研究開発を実施す
る。 

⑥ デジタル光学基盤
技術の研究開発 

デジタルホログラムに代表されるデジタル光学
基盤技術の研究開発を実施し、次世代ディスプレ
イや光通信に⽤いられる先端光学素⼦の作成技術
やデジタル光学応⽤技術を確⽴し、社会展開を推
進する。 
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(2) 先端 ICT デバイス基盤技術 

重点研究開発課題 概要 
① 酸化半導体電⼦デ
バイスの研究開発 

産業応⽤（電機・⾃動⾞メーカー等）に向けて、
酸化ガリウムパワーデバイスの更なる⾼性能化、⾼
効率化に必要となるデバイス基盤技術を確⽴する。
また、⾼温、放射線下に代表される、通常半導体デ
バイスの利⽤が想定されていない過酷な環境にお
ける半導体エレクトロニクス分野を開拓すること
を⽬指し、これら極限環境下で利⽤可能かつ⼗分な
性能を有する無線通信、情報処理⽤途向けの酸化ガ
リウムデバイスの研究開発を実施する。 

② 深紫外光 ICT デバ
イスに関する研究開発 

光周波数資源の⾶躍的な拡⼤、従来の可視・⾚外
光技術では達成できない⾒通し外（NLOS）光空間
通信等の⾰新的光機能の実現に向け、⽔銀ランプを
代替可能な性能を有する深紫外⼩型固体光源技術
を開発し、その社会実装を図ると共に、深紫外光
ICT デバイス基盤技術を確⽴する。 

  

 

(3) 量⼦情報処理基盤技術 

重点研究開発課題 概要 
① 量⼦セキュアネッ
トワーク技術の研究開
発 

あらゆる計算機で解読不可能な安全性を実現す
る量⼦暗号・物理レイヤ暗号技術、及びそれらを⽤
いた、機密情報の超⻑期分散保存を可能にする量⼦
セキュアクラウド技術などを開発し、衛星及びファ
イバーネットワークを統合したグローバル量⼦セ
キュアネットワークの実現に向けた基盤技術を確
⽴する。 

② 量⼦ノード技術の
研究開発 

量⼦計測標準技術の⾼度化及び量⼦メモリへの
応⽤に関する研究開発により、量⼦時刻同期を可能
とする量⼦ネットワーク基盤技術を確⽴する。ま
た、新型超伝導量⼦ビットの研究開発および、量⼦
誤り訂正を含む⾼度な量⼦ビット制御技術の研究
開発を実施する。 
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(4) 脳情報通信技術 

重点研究開発課題 概要 
① ⼈⼯脳モデル構築
のための脳機能解明に
関する研究開発 

⼈間の認知・情動・感覚・意思決定・運動等に関
する多⾓的な脳活動データを取得し、得られたデ
ータから、脳内情報表現を解析し、それを基に脳内
情報処理機構をモデル化する技術の研究開発を実
施する。 

② 脳情報データの取
得・解析技術に関する
研究開発 

⼈⼯脳モデル構築に資する⼤規模で精緻な脳活
動データ取得するため、⼤型計測機器や携帯型機
器による脳情報取得技術の⾼度化を図り、世界最
先端の計測体制を構築するとともに、多分野連携
による脳情報データ解析技術の⾼度化に関する研
究開発を実施する。 

③ 脳情報通信技術の
応⽤展開に関する研究
開発 

脳機能モデルを基にした新しい ICT 技術や脳に
倣った AI 技術の研究開発を実施するとともに、脳
機能データを活⽤した脳機能の客観的評価技術を
開発し、⼈間の機能の発達、再建・拡張を⽀援する
研究開発を実施する。 

 

 

(5) テラヘルツ波通信・リモートセンシング技術 

重点研究開発課題 概要 
① THz 帯における⻑
距離通信・センシング
に関する研究開発 

⺠間のワイヤレステラヘルツ通信産業を⼟台か
ら⽀援・促進し、AI Driven THz Space Network
の実現に貢献できるように、0.25-3.00THz におけ
る①テラヘルツ波を⽤いた太陽系内３次元⻑距離
センシングの技術開発、②テラヘルツ電磁波伝搬
モデルの確⽴と標準化、③宇宙通信におけるテラ
ヘルツ領域への周波数資源拡⼤に向けた研究開発
を実施する。 

② AI 等を⽤いた⾃動
⾼度解析を⾏うための
新たなアルゴリズム研
究開発 

地上や地球観測で⼤気や⼤気環境を観測したデ
ータを AI 等を⽤いた⾃動⾼度解析し、有意なデー
タを創出する新たなアルゴリズム研究開発を実施
する。 
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Ⅵ. 分野横断的課題  

 

 
 

(1) テストベッド循環型進化技術 

重点研究開発課題 概要 
① 次期ネットワーク
テストベッドの構築・
運⽤ 

Society 5.0 実現に向けて、Beyond 5G 関連技
術等の最先端技術を実証可能なネットワーク環境
を構築・運⽤し、ネットワークキャリア・ベンダ・
研究機関の⼒を集結する研究開発・技術実証・社会
実装のオープンイノベーション拠点として循環進
化するテストベッドを確⽴する。 

② 次期エミュレーシ
ョンテストベッドの構
築・運⽤ 

Beyond 5G 時代を想定した事象を CPS 環境に
模倣し、ICT 技術との関連を検証するための各種研
究開発を実施するとともに、ICT 技術とそれを取り
巻く技術・現象を仮想空間で簡単に「実際に動かし
てみる」リアルタイムエミュレーション環境を構築
し提供する。 
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第 3 章 研究開発の推進⽅策 

我が国が、ICT 分野の研究開発によるイノベーションを推進していくために
は、第 2 章で述べた重点研究開発課題等を着実に推進するとともに、研究開発
成果を社会に実装するための体制や環境整備をあわせて実施することが重要で
あり、次に⽰す取組を進める必要がある。 
 
3.1 技術シーズを社会実装するオープンイノベーション⽅策 

我が国を取り巻く競争環境が厳しさを増す中、⼀機関のみで新たな価値を⽣
み出すイノベーションを起こすことはもはや困難であり、内部と外部のリソー
スを有機的に結合させるオープンイノベーションは必須の取組となりつつある。
特に、技術シーズ創出に中⼼的な役割を果たす国⽴研究開発法⼈（以下、「国研」
とする。）や⼤学等においては、研究成果を組織内に埋もれさせることなく、外
部の多様なプレイヤーと連携しながら、速やかに社会に還元することが求めら
れる。 
 
3.1.1 戦略的な外部連携 

（1）現状 

前述のとおり、オープンイノベーションの潮流の中で、外部の組織といかに連
携し、研究開発の成果を最⼤化するかが求められている。中⻑期的な研究開発を
担う国研においても、従来⼤学や企業との共同研究という形で連携が進められ
てきたが、図 3-１で整理されるように、連携形態に応じて様々な特徴が存在す
る。 

その⼀つとして、国研のような中⽴的な機関が中⼼となり外部の複数の機関
と連携するような形では、共通のニーズ・課題を把握しながら、⼀社ではリスク
が⾼い研究テーマや協調して取り組むことが効果的な研究テーマに取り組むこ
とができる等のメリットがある。 

例えば、NICT に設置された先進的⾳声翻訳研究開発推進センター（ASTREC）
では、産官学からの研究者が参加し、多⾔語⾳声翻訳技術等の研究開発を推進し
ており、グローバルコミュニケーション開発推進協議会の活動を通じて、その成
果は広く社会に展開されている。 

また、競争領域において国研と特定の企業１社が連携する場合には、国研側に
とっては⺠間企業のニーズに対応した成果展開及び企業からの研究資⾦を受け
⼊れる機会となるとともに、企業側にとっては⾃らの事業に繋げていくために
国研の研究者の協⼒や成果の活⽤が期待できる等のメリットがある。既に、先⾏
した取組を⾏う国研では、企業と連携した研究組織を⽴ち上げる新たな仕組み
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等の導⼊が⾏われている17。 

さらに、国研の研究者に対する技術相談という形で、専⾨家的な助⾔を期待す
る仕組みも存在し、国研にとっては具体的なニーズを把握する機会となってい
る。 
 

 
図 3-1 研究開発法⼈における外部との連携研究の類型 

 
また、研究機関の保有する技術シーズの社会実装については、従来⼤学等にお

いて TLO18の活⽤等が試みられてきたが、近年、シーズとニーズのマッチングを
仲介するサービス提供事業者や新規事業化を⽀援するアクセラレーター等新た
なプレイヤーも台頭している。 
 
（2）今後の取組 

企業等との連携については、研究対象領域（競争領域、協調領域）、連携者数
（１対１、１対多）、コミットメント⽐率等に応じて多様な連携の形態があるこ
とを踏まえ、ICT 分野においても NICT と企業の間で戦略的な研究開発を推進
する新たなスキームの導⼊を積極的に進める必要がある。 

特に、企業からの資⾦を受け⼊れながら、⼤型の連携を通じて広く社会実装を
進めていくために、競争領域における企業のニーズに対応した連携スキームを
新たに導⼊することが必要である。 
                                                       
17 産業技術総合研究所における連携研究室（冠ラボ）や理化学研究所の連携センター（バ

トンゾーン制度）など 
18 Technology Licensing Organization の略称で、研究成果の特許化・管理・技術移転を

⾏う組織 
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その際には、NICT が有する基礎・基盤的な技術、専⾨的知⾒を有する研究者、
研究設備等のインフラといったリソースの強みを活かしながら、⺠間企業が有
するビジネスニーズ、研究資⾦といったリソースを有機的に組み合わせ、これま
で以上に密接な連携研究を進める仕組みとすることが重要である（図 3-2）。 
 

 
図 3-2 国研/企業の強みを活かす連携研究 

 

研究機関の保有する技術シーズの社会実装については、TLO、アクセラレータ
ー等の外部リソースに頼るだけではなく、内部にもそれらをうまく使いこなす
⼈材が必要であるとの指摘がある。NICT においては、費⽤対効果も⼗分に考慮
した上で外部リソースを効果的に組み合わせて活⽤するとともに、プロジェク
ト企画から成果展開までを⽀える外部⼈材の登⽤・育成を⾏い、シーズとニーズ
のマッチングの場への積極参加等外部との接点を意図的に増やす取組を実施す
ることが必要である（図 3-3）。 
 

 
図 3-3 シーズの実装に関する取組イメージ 

 
3.1.2 戦略策定機能 

（1）現状 
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技術シーズの社会実装にあたっては、技術流出防⽌の観点からも、どの分野・
視点でオープンイノベーションを考えるのか等のオープン・クローズ戦略を考
慮した上で、技術戦略を検討する必要がある。また、研究プロセスの中に存在す
る先端技術動向に加えて、市場（マーケット）の流れ、さらにそれをうまくつか
む政策の流れが⼀体となってより効果的な戦略となる。 

政府全体における現状では、1.4 で述べたとおり、５年ごとに策定される「科
学技術基本計画」及び毎年改訂が⾒込まれる「統合イノベーション戦略」に沿っ
て、関係省庁が科学技術政策及び研究開発施策を推進している。また、政策⽴案
に資する技術動向の調査・分析や技術戦略の策定を⾏う機関として、新エネルギ
ー・産業技術統合開発機構（NEDO）技術戦略研究センター（TSC）や科学技術
振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）、⽂部科学省科学技術・学術政
策研究所（NISTEP）等が存在する。 
 
（2）今後の取組 

ICT 分野における技術の国際競争が激化する中、我が国として ICT によるイ
ノベーション施策を効果的に推進するためには、技術動向等様々な情報・知⾒を
収集・分析・評価し、適時適切に研究開発プロジェクトへ反映する体制を強化す
る必要がある。 

このため、図 3-4 に⽰すように総務省と NICT が⼀体となり、ICT 分野にお
ける国内外の技術動向・ニーズ等の把握や技術⼒・市場規模等我が国のポジショ
ンの分析・評価を実施するとともに、重要技術の絞り込みや研究開発プロジェク
ト・社会実装⽅策への速やかな反映を⾏う体制を構築することが必要である。 

 

 
図 3-4 ICT 分野における戦略策定機能強化 
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3.1.3 社会課題・地域課題解決 

（1）現状 

1.2 で述べたとおり、持続可能な社会に向けた世界共通の課題として「持続可
能な開発⽬標（SDGs）」が国連にて採択されたが、SDGs のための科学技術イノ
ベーション（STI:Science Technology Innovation）に関する国連機関間タス
クチーム（IATT19）等が⽴ち上がるなど、SDGs で掲げられている課題の達成に
向け、特に科学技術イノベーションに対する期待は⼤きい。 

我が国においても、「統合イノベーション戦略 2019」において、STI for SDGs
の推進が明記されるなど、STI を活⽤した国際社会への貢献が求められている。
また、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」において科学技
術・イノベーション創出の活性化を通じた地⽅創⽣への貢献が規定される20など、
科学技術・イノベーションによる地⽅が抱える様々な社会課題解決にも⼤きな
期待が寄せられている。 
 
（2）今後の取組 

SDGs のような世界共通の⽬標に向けては、研究開発の成果を⼤学、研究開発
機関、⾃治体、⺠間セクター、NPO といった様々なステークホルダーの垣根を
超えて結びつけ、社会課題・地域課題の解決に向けて取り組むことが重要である。
例えば、社会課題・地域課題の解決を明確な⽬標として定め、こうしたステーク
ホルダーとの連携のもとで基礎・応⽤研究から事業化等を⾏い、社会実装を⽬指
す課題解決型の ICT 研究開発プログラム（競争的資⾦）等を検討することが必
要である（図 3-5）。 

 

                                                       
19 UN Inter-Agency Task Team on STI for SDGs 
20 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律第 63 号）第 34
条の７ 
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図 3-5 社会課題解決に貢献する研究開発プログラムイメージ 

 
3.2 技術をベースとする ICT スタートアップ・ベンチャーの創出・成⻑ 

研究開発成果を社会に還元する⼿法の⼀つとして、スタートアップ・ベンチャ
ーの創業による事業化が挙げられる。世界的には急速な成⻑を遂げるスタート
アップ・ベンチャーが脚光を浴び、⽇本でも第４次ベンチャーブームが到来する
などスタートアップ・ベンチャーを取り巻く環境は変わりつつある。他⽅で研究
開発成果や技術をベースとするスタートアップ・ベンチャーに着⽬すると、研究
開発期間の⻑さ、資⾦調達の難しさ、成功ノウハウの不⾜等の要因により「死の
⾕」を乗り越えられず、⾃律的・連続的に創出・成⻑が繰り返されるエコシステ
ムの構築に⾄っていないという課題がある。 
 
3.2.1 技術シーズを有するスタートアップ・ベンチャーへの⽀援 

（1）現状 

総務省では、平成 26 年度から令和元年度まで ICT 分野の技術シーズを有す
るスタートアップ・ベンチャー等が「死の⾕」を乗り越えるための⽀援として、
「ICT イノベーション創出チャレンジプログラム（I-Challenge!）」を実施して
きた。技術シーズを有する有望なスタートアップ・ベンチャー等に対し、最⼤１
年間の研究開発⽀援とともに事業育成⽀援を⾏う機関とのマッチングを実施し、
⽀援企業の資⾦調達総額が累計 175 億円に到達するなど、技術シーズを有する
ICT スタートアップ・ベンチャーの創出にあたって⼀定の成果を達成した（図
3-6）。 
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図 3-6 I-Challenge!のスキーム及び実績 

 
また、政府では⽇本版 SBIR21制度の⾒直しが進められており、政策の重点が

これまでの「中⼩企業の経営強化」から「スタートアップによるイノベーション
創出」にシフトしている。新たな⽇本版 SBIR 制度では、根拠法を「中⼩企業等
経営強化法」から「科学技術・イノベーション活性化に関する法律」に移管する
とともに、各省の研究開発予算に対して⼀定割合をスタートアップ向けの⽀出
⽬標とすることを検討するほか、スタートアップ向け研究開発事業において、イ
ノベーション創出に資する課題設定、多段階選抜を軸とした省庁横断の統⼀的
なルールの導⼊等が検討されている（図 3-7）。 
 

                                                       
21 Small Business Innovation Research 
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出所）統合イノベーション戦略推進会議（第 6 回）資料 

図 3-7 新たな⽇本版 SBIR 制度の概要（案） 
 

⽇本のベンチャー投資市場が活況を呈していると⾔われるが、分かりやすい
ビジネスモデル等の案件への集中が⾒られ、初期コストが⼤きく、研究からビジ
ネス化に時間と資⾦がかかる創業期の研究開発型スタートアップ・ベンチャー
は資⾦調達⾯等で厳しい状況が続いている。 

また、⽶国 CB Insights のレポート22によると、2020 年 5 ⽉ 1 ⽇時点で急成
⻑を遂げた企業価値 10 億ドル以上のいわゆるユニコーン企業は全世界で 469
社存在し、その事業領域は ICT そのもの及び ICT が密接に関連する分野の企業
が⼤半を占めるなど⾰新的な ICT スタートアップが世界を席巻しているが、⽇
本発のユニコーン企業は３社に留まるなど、グローバル市場で急成⻑する新興
企業の創出・育成が課題となっている。 
 
（2）今後の取組 

このような状況下において、各省庁のスタートアップ等向けイノベーション
創出事業を強化する新たな⽇本版 SBIR 制度の趣旨に鑑み、急成⻑の可能性を
秘めた技術シーズを有する ICT スタートアップ・ベンチャー等が障壁となる部
分を⽀援し、ICT 分野のスタートアップエコシステム形成に繋がるプログラム
                                                       
22 https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies 
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が必要である。これまでも異能 vation プログラムを契機として I-Challenge!に
展開した事例も参考にし、技術シーズ創出からスタートアップ・ベンチャーによ
る事業化に繋げられるよう、他のプログラムと組み合わせる等効果的な仕組み
の構築を⽬指すことが必要である。また、不確実性の⾼い時代においては、新た
に出現する課題やニーズに柔軟かつ機動的に解決を図るスタートアップへの期
待は⼤きく、世の中のニーズに対応したスタートアップ⽀援という観点も必要
である。 
 
3.2.2 研究開発法⼈発ベンチャー 

（1）現状 

図 3-8 によると、国研発のベンチャー数は全体的に横ばいであり、イグジッ
ト（EXIT）に⾄らず現在も独⽴したまま存在しているものが⼤半という状況で
あるが、平成 31 年１⽉に施⾏された「科学技術・イノベーション創出の活性化
に関する法律」において、⼀部の国研が⾃らの研究成果を活⽤するベンチャーへ
出資及び株式⼜は新株予約権の取得等が可能となるなど、国研においても研究
成果のスピーディーな社会実装が求められている（図 3-9）。 
 

 
図 3-8 国⽴研究開発法⼈発ベンチャー数の推移 
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出所）⽂部科学省「国⽴⼤学法⼈・国⽴研究開発法⼈における⼤型産学官連携活動に係る制度 について」 

図 3-9 科技イノベ活性化法における国研出資規定 
 
（2）今後の取組 

このような状況を踏まえ、NICT においても、⾃らの技術シーズを活⽤したベ
ンチャーの創出・育成にあたって、様々なフェーズにおける⽀援体制の強化が必
要である。 

具体的には、シーズ創出の初期段階における研究者の事業視点会得など事業
化気運の醸成、シーズ育成段階における VC 等専⾨家による事業化可能性レビュ
ー、事業化段階における研究者と経営マインドを有する外部⼈材（CEO 候補）
とのマッチング等成⻑フェーズに応じた⽀援を実施することが必要である。 

また、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」によって可能
となった⾃らの研究成果を活⽤するベンチャーへの出資（⾦銭出資及び現物出
資によるストックオプション取得等）等を⾏う体制を構築し、当該ベンチャーの
成功（IPO、M&A 等）による研究資⾦への環流によって新たなシーズ創出に繋
げるなど、好循環を⽣み出すサイクル創りを⽬指す取組を⾏うことが必要であ
る（図 3-10）。 
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図 3-10 NICT 発ベンチャー創出の取組 

 
3.3 社会に新たな価値を⽣み出すハブとなる産学連携拠点形成 

3.3.1 産学連携拠点形成 

（1）現状 

研究開発の成果を最⼤化するためのオープンイノベーションの重要性は 3.1
で述べたとおりだが、国研、⼤学、⺠間企業など様々なプレイヤーが参画し、
各組織が有するリソースを結集する産学連携拠点も、社会に新たな価値を⽣み
出すハブ機能として重要な役割を担う。 

諸外国の事例を⾒ると、例えばカナダでは、政府による汎カナダ AI 戦略
（2017 年）23や AI 分野における世界的に著名な研究者が牽引する⼤学・研究
所・企業の存在等を背景に、複数の都市で AI のエコシステムが発展してい
る。特にトロントは、深層学習の祖と⾔われる Geoffrey Hinton ⽒が牽引する
ベクター研究所を筆頭に、⼤学、政府、インキュベーション施設等が集中して
おり、優れた研究機関と⼈材の集積、他機関と連携がしやすく、企業の負担コ
ストも割安であることから、カナダ最⼤のエコシステムとして近年世界的に注
⽬を浴びている。 

また、欧⽶の研究所では、コアファシリティ（⾼額〜超⾼額機器を集積して
共同利⽤する施設）を中核とした先端技術研究のプラットフォームが充実して
おり、主に機器共⽤による全体コスト効率化、⼈材等の異分野融合、基礎研究
からイノベーションまでのコスト・時間短縮等の利点があると考えられている
（図 3-11）。 
                                                       
23 Pan-Canadian Artificial Intelligence Strategy 



60 

 

 
出所）CRDS「研究⼒強化のための⼤学・国研における研究システムの国際ベンチマーク」、2019 年 

図 3-11 コアファシリティを中核とした研究推進体制 
 

我が国においても、「統合イノベーション 2019」等の政府戦略で研究開発拠
点の重要性がうたわれている。例えば、「AI 戦略 2019」においては『AI 関連
中核センター群の強化・抜本的改⾰を⾏い（中略）魅⼒的な AI 研究拠点化を
推進』、「量⼦技術イノベーション戦略」においては『量⼦技術イノベーション
拠点（国際ハブ）を、2020 年度を⽬途に形成する』と明記されるなど、我が
国が強みを有する先端分野の領域において、基礎研究から技術実証まで産学官
共創でイノベーションを⽣み出す拠点形成が進められつつある。 

既に NICT においては、AI 中核研究センターとしての役割を担っていること
に加え、「量⼦技術イノベーション戦略」を踏まえた量⼦セキュリティ拠点の
形成に向け、量⼦暗号技術と古典セキュリティ技術の融合研究開発を⾏うとと
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もに、その技術的検証、⼈材育成、社会実装を総合的に推進すべく、産学官に
よる国際的な協創による価値創造を推進するイノベーション拠点化に向けた国
際ハブ（仮称）の整備を進めているところである（図 3-12）。 

 

 
図 3-12 拠点化・国際ハブ化の例（量⼦技術）について 

 
（2）今後の取組 

このような状況や社会システムに必要不可⽋である情報通信分野の重要性を
踏まえ、第２章において今後「戦略的に進めるべき研究領域（戦略領域）」と
された Beyond 5G やサイバーセキュリティなどの領域における我が国の国際
競争⼒を確保・強化する観点から、国研、⼤学、企業等の有するリソース（研
究設備、技術、⼈材、資⾦等）を活かして、国内外の優れた研究者を呼び込み
基礎研究から成果普及まで⼀気通貫で取り組む、国際的に魅⼒あるイノベーシ
ョン拠点の形成を、他省庁、⾃治体、学会とも連携し、推進することが必要で
ある。 
 
3.3.2 テストベッド 

（1）現状 

3.3.1 で述べたとおり、コアファシリティを中核として様々なプレイヤーが
参画する研究推進体制が産学連携拠点の重要な要素であるが、ICT 分野におい
て研究開発成果の技術実証等を⾏うテストベッド環境がコアファシリティとし
て重要な役割を果たす。 
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NICT においては、これまで、超⾼速研究開発ネットワークテストベッド
「JGN」、⼤規模エミュレーションテストベッド「StarBED」、広域 SDN テス
トベッド「RISE」、⼤規模 IoT サービステストベッド「JOSE」等の様々なタイ
プのテストベッドを整備し、多様な分野の技術検証と社会実証の⼀体的な推進
が可能な検証プラットフォームを構築・運⽤してきた（図 3-13）。 

 

 
図 3-13 NICT 総合テストベッド 

 
（2）今後の取組 

今後、Beyond 5G 等新たな技術の進展が想定されることを踏まえ、現在の
NICT におけるテストベッドの在り⽅を⾒直し、先端技術領域のプラットフォ
ームとなる新たな次世代テストベッドの構築が必要である。 

具体的には、従来は超⾼速研究開発ネットワークテストベッド「JGN」を中
核としていたところであるが、今後は Beyond 5G 時代に向けた先端技術の実
践的・実証的研究開発を効果的に⾏うために必要なコアファシリティと位置づ
け、様々なステークホルダーとの連携によって確⽴されるオープンイノベーシ
ョン型のテストベッド構築を⽬指すことが必要である。 

特に、Beyond 5G のコア技術開発のハブとなるため、既に整備に取り組ん
でいる CPS エミュレーションのほか、最先端の光や量⼦ネットワーク、テラヘ
ルツ等の研究開発や技術実証が可能とする先端設備やデータ主導社会で利活⽤
可能な各種研究データ環境を提供するなど、Beyond 5G 等の研究開発・技術
実証の形成に向けた中核的な研究開発環境の整備と運⽤に取り組むことが必要
である（図 3-14）。 

さらには、こうした研究開発環境の強みを活かした拠点形成、それぞれの研
究活動との連動性や他分野とのコラボレーション、制度改正等政策との連携等
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を深めて、研究開発プラットフォームの形成を⽬指すことが必要である。 
 

 
図 3-14 次期テストベッドイメージ 

 
3.4 政府の研究開発制度設計 

3.4.1 基礎・基盤的な研究開発の強化 

（1）現状 

基礎・基盤的研究は新たな知のフロンティアを拓く礎であるとともに、科学技
術イノベーション創出の源泉である。しかし、図 3-15 に⾒られるように、主要
国における論⽂数シェア及び Top10%補正論⽂数シェアの推移では我が国は
2000 年以降低下を続けており、論⽂の量・質ともに主要国をリードできていな
い状況にあり、基礎研究⼒の衰退が懸念されている。また、産業界においても、
国際競争の激化により、研究開発費の多くを短期的研究に振り向けざるを得ず、
中⻑期的な研究開発投資が困難な状況にある。 
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図 3-15 主要国における論⽂数シェアの推移 

 
また、研究開発費について、他国は負担部⾨から使⽤部⾨へ多様な組織間の流

れがあるのに対し、⽇本は政府から⼤学へ⼀定の流れがあるものの、それ以外の
組織間の流れはほとんど⾒られないなど、マクロではリソース配分が硬直化し
ている状況にある（図 3-16）。 
 

 
図 3-16 主要国における研究開発費の流れ 
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（2）今後の取組 

我が国の研究開発⼒の強化を図るためにも、ICT 分野において、意欲ある研究
者が未来に向けて安定した環境のもと挑戦的な研究に打ち込み、シーズ発掘・育
成につながる基礎・基盤的な創発研究に対する⽀援強化が必要である。 

また、これまで以上に政府、企業、⼤学等産学官が組織を越えて連携し、例え
ば第２章で述べた戦略的に推進すべき研究領域において、ヒト・モノ・カネ等リ
ソースの重点化・拠点化を⾏う仕組みが必要である。 
 
3.4.2  研究開発制度設計 

3.4.2.1 ICT 分野の研究開発エコシステム形成 

（1）現状 

これまで総務省では、政策⽬標に沿った形で国が研究開発課題を指定し⼤規
模に推進する研究開発プロジェクトとあわせて、戦略的情報通信研究開発推進
事業（SCOPE）等⾃由な研究開発課題を募る競争的資⾦制度を実施し、シーズ
発掘から育成に繋げてきたところである。今後、限られたリソースを活かして効
果的に基礎・基盤的な研究開発の強化からイノベーションの創出に繋げていく
ためには、⽬的・フェーズ・担い⼿に応じて最適化したプログラムを構築すると
ともに、技術シーズの創出から産業化まで切れ⽬のない⽀援を⾏う全体設計が
求められる。 
 
（2）今後の取組 

具体的には、図 3-17 のように、技術の発掘・育成を⽬指すシーズドリブン型、
国際的に求められている SDGｓや地域における社会課題解決に向けた貢献を視
野に課題解決・顧客ニーズ・社会実装を意識したニーズドリブン型、事業化に⾄
るハードルを越える事業化促進型、奇想天外で野⼼的な技術課題への挑戦など
個々のプログラムを実施する。これらのプログラムの実施と併せてプログラム
間での連携など切れ⽬のないポートフォリオ設計により、ICT 分野の研究開発
エコシステム形成につながる⼀体的な総合研究開発プログラムを構築すること
が必要である。 
 特に情報通信分野では、イノベーティブな事業シナリオを想定しながら、マー
ケット構想を踏まえた知財等の技術的資源構成や事業資源調達の設計が重要と
なる。特にマーケット構想においては、第４章で述べるようなグローバルなフォ
ーラムでの技術展開等の議論が不可⽋であり、グローバルな議論への寄与が我
が国の技術をグローバルに展開できる基盤になることも期待される。 
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図 3-17 ICT 分野における研究開発制度ポートフォリオイメージ 

 
3.4.2.2 研究開発プロジェクトの推進⽅策 

（1）現状 

これまで国が実施する研究開発プロジェクトにおいては、個々のプログラム
で様々な運⽤がなされてきたが、より効果的なプロジェクトとするためには、前
述したプログラム全体設計とともに、政策⽀援、公募・評価制度や経費の執⾏等
の改善に向けた様々な検討を進めていく必要がある。 
 
（2）今後の取組 

研究開発プロジェクトに係る改善案としては、世の中から広く公募したシー
ズ・アイディアの研究課題指定型プロジェクト形成への活⽤、サブプロジェクト
を複数⾛らせる等プロジェクトの⼤括り化、予算の繰り越しやプロジェクト計
画変更等研究開発のスピードや柔軟性を⾼める措置、想定されるファーストユ
ーザーを当初から巻き込む仕組みの導⼊、研究開発プロジェクトを効果的に推
進するマネジメントスキルの向上、失敗の要因分析・課題等の教訓を次のプロジ
ェクトへ反映する仕組み等が挙げられる。 

また、「Beyond 5G 推進戦略懇談会」における Beyond 5G 推進戦略で⽰され
ている電波の開放等制度改正と連携した研究開発の推進や、研究開発促進税制
等を活かした⺠間における研究開発の促進、さらには限られた財源を活かした
新たなスキームの形成等、引き続き政府全体の戦略とも連携を図りながら検討
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を積み重ねていくことが必要である。 

 
3.5 イノベーションを⽣み出す源泉である「⼈材」の確保・育成・交流 

3.5.1 研究⼈材の確保・育成・キャリアパス 

（1）現状 

研究⼒強化の鍵は、競争⼒ある研究者の活躍であるにもかかわらず、若⼿をは
じめとした研究者を取り巻く状況は厳しく、「研究者」の魅⼒が低下していると
の課題認識の下、総合科学技術・イノベーション会議では 2020 年１⽉に「研究
⼒強化・若⼿研究者⽀援統合パッケージ」24を策定した（図 3-18、3-19）。意欲
ある研究者に魅⼒ある研究環境を提供すべく、若⼿研究者のポスト拡⼤と挑戦
的研究費の提供など、特に若⼿研究者に対する⽀援強化に取り組むとされてい
る。 
 

 
出所）内閣府「研究⼒強化・若⼿研究者⽀援統合パッケージ」 

図 3-18 研究者を取巻く課題 

                                                       
24 https://www8.cao.go.jp/cstp/package/wakate/index.html 
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出所）内閣府「研究⼒強化・若⼿研究者⽀援統合パッケージ」 

図 3-19 研究⼒強化・若⼿研究者⽀援統合パッケージ（⽬標） 
 
（2）今後の取組 

ICT 分野においても、若⼿研究者をはじめとする研究⼈材が研究に打ち込め
る環境づくりは重要な課題であり、研究⼈材の確保及び育成という観点から、以
下の取組を進める必要がある。 

NICT においては、情報通信分野における中⻑期的な研究開発を担う⼈材を輩
出するという観点から、公平性・透明性を担保したテニュアトラック制度25の推
進等新たな研究領域に挑戦する若⼿が安定かつ⾃⽴して研究を推進できる環境
を実現する制度の充実を図る必要がある。 

また、特に国内外で競争の激しい研究分野における⼈材確保が課題となって
おり、報酬や研究環境を含めた処遇⾯等での魅⼒向上に加え、仮に外部へ転出し
ても、外部での経験やスキルアップを評価した出戻り採⽤など、様々なバックグ
ラウンドを重視した採⽤を⾏い、組織に変化をもたらす⼈材を積極的に登⽤す
ることが必要である。 

さらに、研究者のキャリアパスについても、研究の道を究めるタイプやマネジ
メントやプロデューサーに徹するタイプなど様々なキャリアを歩む道が存在す

                                                       
25 若⼿研究者が⾃律的に研究できる環境を整備し、公募・⼀定の任期・テニュア審査など

の要件を満たした形態で研究者を採⽤する⼈事制度 
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ることを踏まえ、研究者に対し気づきやチャンスを与える機会を提供し、若⼿研
究者のロールモデルとなる⼈材を⽣み出すことが重要である。組織の活性化や
新たな知⾒を得るためにも、組織内外における積極的な⼈材交流等を促進し、研
究者のキャリア形成におけるベストプラクティスを共有することが必要である。 
 
3.5.2 流動性・多様性・イノベーション⼈材 

（1）現状 

我が国全体の研究者数は約 90 万⼈であり、うち企業の研究者が最も⼤きな割
合を占めるが、セクター間の研究⼈材の移動はセクター内の移動に⽐べて少な
く、特に⼤学等から企業への研究⼈材の流動性が低い（図 3-20）。 
 

 
図 3-20 我が国の研究⼈材の流動化の状況 

 
（2）今後の取組 

⼈材の流動化を促進するため、現⾏制度下で可能なスキーム（在籍出向、兼業、
クロスアポイントメント26等）を最⼤限活⽤し、諸外国の⼈材含め、国研・⼤学・
⺠間企業間でより積極的な⼈材交流を推進し、流動性とダイバーシティを確保
することが重要である。 

また評価に関して、能⼒・実績による⼈事評価及び処遇への適切な反映など年
功序列からの脱却や、外部との連携活動など⾃らの領域を⾶び出したチャレン
ジ⾃体を成果として認める評価など、組織及び個⼈の活⼒につながる取組の実
施が求められる。 

                                                       
26 出向元と出向先の間で、出向に係る取決めの下、労働者が⼆つ以上の機関と労働契約を

締結し、双⽅の業務について各機関において求められる役割に応じて従事⽐率に基づき
就労することを可能にする制度 



70 

 

さらに、我が国では技術と事業化の双⽅に⻑けたイノベーション⼈材（連携⼈
材、コーディネーター）が不⾜しているとの指摘があり、⺠間企業における技術
の事業化等イノベーション活動の経験が豊富でネットワーク⼒を有する⼈材の
研究現場への参画や、研究畑出⾝でも事業経験等のキャリアパス・成⻑機会を通
じた⼈材育成等の取組が求められる。NICT においては、⺠間企業等における事
業経験を活かした外部⼈材の登⽤を進めるとともに、内部⼈材においても⼈事
交流等によるスキルアップを図るなど体制の強化を⾏うことが必要である。 

3.5.1 も含め、⼈材に係る取組については、中⻑期的な視野に⽴ち、実践と⾒
直しを経ながら組織内に具体的な仕組みとして定着させていく必要がある。そ
のため、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に基づく「⼈
材活⽤等に関する⽅針」27を⾒直すなど、経営層も含めた組織内で認識の共有と
⽅針を明確に⽰し取り組むことが必要である。 

  

                                                       
27 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律第 63 号）第 24
条 
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第 4 章 標準化の推進⽅策 

グローバル規模で社会全体のデジタル化が進展し、社会経済システムが⼤き
く変⾰（デジタルトランスフォーメーション︓DX）することで、Society 5.0 の実現
が期待されている。このような状況の中、標準化の役割・対象も変化しており、
標準化を「⽬的化」することなく、標準化やその活動を通じて、デジタル化・DX
のグローバルな社会実装を加速し、社会の進化に貢献する視点を持つことが重
要となる。 

その際、我が国発の技術・システム等をベースに標準化の取組が主導できれば、
我が国の企業等によるグローバル市場の獲得・拡⼤を有利に進めることができ、
逆に、取組が遅れてしまうと、国内市場がグローバル企業に席巻されたり、国内
のガラパゴス化を引き起こす可能性がある点に留意が必要である。特に、中国、
欧⽶等では、ビジネス視点からの市場の獲得・拡⼤を狙い、精⼒的に標準化活動
が⾏われている。 

このため、我が国においても、ICT 分野の標準化を取り巻く状況の変化を踏ま
え、標準化を、グローバルな社会実装を促進し、その市場の獲得・拡⼤を図る「戦
略的ツール・⼿段」と捉え、その取組を抜本的に強化して推進するための⽅策を
とりまとめる。 

 
4.1  標準化を取り巻く状況の変化 

標準化を取り巻く状況は、以下のような視点で変化している。 

 

（1）DX/データ時代の標準化活動の変化 

標準化の⽬的が以下のように変化している。 

・市場創出・拡大のための標準化が潮流。標準化の完成が目的ではなく、標準化活動を
通じて早期の社会実装・普及展開が促進。 

・DX/データ時代においては協調による技術開発のコスト分担や早期投入、共通インタ
フェースによる市場拡大、実装主義、共同プロモーションが主眼。 

・標準化をルール形成に活用（ISO 等）。 

 
（2）標準化領域の拡⼤ 

標準化のスコープが以下のように変化している。 
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・経済活動や国民生活を支える社会基盤となる 5G・Beyond 5G 等ネットワーク（NW）基
盤技術と NW のソフトウェア化・オープン化の取組が活性化（3GPP28､ETSI29､O-RAN 
Alliance30､TIP31等）。更に量子・光 NW 等の先端技術領域の標準化も進展。 

・スコープが付加価値創出や市場拡大につながる分野横断的なプラットフォーム（PF）
/アプリ・サービス領域（データ PF 連携/アプリケーション連携、情報モデルの標準
等）に拡大(ITU-T､IEEE32､IETF33､W3C34 等)。（図 4-1） 

・スマートシティ実現のための KPI（Key Performance Indicator）や、企業価値評価
（CSR､スコアリング）といった評価指標領域にも拡大。技術標準の策定から新規課題
の開拓、途上国への技術提供やブリッジング、標準化を通じた SDGs への貢献等の取
組も活発化（ISO､ITU 等）。（図 4-1） 

 
（3）実装主義の活動 

標準化のプロセスが以下のように変化している。 

・技術開発やテストツールに OSS を活用しつつ、実装例を必要とする策定プロセスを踏
むことで標準策定と社会実装を同時に進める取組が進展（IEEE､IETF､W3C 等）。 

・技術標準の策定を担う標準化機関と認証・普及啓発を担う企業アライアンスによる役
割分担と連携によって一体的に実装を推進（IEEE802 と Wi-Fi Alliance､3GPP と ORAN 
Alliance ､ETSI と OPNFV35・ONAP36等）。 

・プラグフェストやハッカソン等のサイドイベントが、ビジネスマッチングや影響力の
ある技術者・開発者からの技術情報収集の場として活用。有力企業は自らイベントを
招聘しイベントの効果を最大限に活用（IEEE､IETF､W3C 等）。（図 4-1） 

               

                                                       
28 3GPP: 3rd Generation Partnership Project  
29 ETSI: European Telecommunications Standards Institute  
30 O-RAN Alliance: Open Radio Access Network Alliance  
31 TIP: Telecom Infra Project  
32 IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers  
33 IETF: Internet Engineering Task Force 
34 W3C: World Wide Web Consortium 
35 OPNFV: Open Platform for Network Functions Virtualization 
36 ONAP: Open Network Automation Platform 
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図 4-1 標準化のスコープ及びプロセスの変化 

 

（4）マルチステークホルダ化/ユースケースからのアプローチ 

標準化に関わるプレイヤーが以下のように変化している。 

・各国政府・ベンダー・ユーザー等業界を跨いだ利害関係者がオープンに参画し、マル
チステークホルダが合意形成する場としての活用が活発化。フレキシブルに会員外
からの意見を反映する仕組みを採用し、マルチステークホルダ化が加速（ITU の FG､
ETSI の ISG､W3C の CG 等） 。 

・技術・サービスに関するトレンドテーマについては、マルチステークホルダが参加可
能な場での議論が活発化。グローバルな将来ビジョンや先端技術の共有の場として
政府関係者へのブリッジングの場としても活用。 



74 

 

・産業分野（工場・製造現場（IEEE802.1（TSN37）､ 5G-ACIA38等）､都市（ITU､ISO､ETSI､
FIWARE 等）､自動車（5GAA39等）､医療・ヘルスケア（PCHA40､HL741､DICOM42標準化委員
会 等））への ICT 適用と標準化領域の拡大に伴い、業界分野を跨いだ関係者の多様
化が進展。ユーザー側からのユースケース要求条件を反映する手法も顕在化（ITU､
ETSI､5G-ACIA､5GAA､TM Forum）。（図 4-2） 

 
（5）主要国/グローバル企業の積極的な参画、市場展開の視点での標準化 

各国・各企業の取組が以下のように変化している。 

・欧米中等のリーディング企業は、市場展開という視点で標準化活動に取り組み、当
初からグローバルな市場を念頭に取組を推進。 

・中韓の積極的な参画（ITU:中国の寄書数 1位､IEEE802.11:中国勢は１割を超える投
票権を有する参加者数を保持､その他 ETSI､3GPP 等）。（図 4-2） 

・欧米の地域/民間標準団体・コンソーシアム等を通じた仲間作りの取組を推進（欧
州における ETSI、米国における IEEE 等）。 

・GAFA や BATH 等のリーディング企業は、データ周辺領域に影響力のある標準化機関
を効果的に活用（ETSI､W3C､IETF､ISO/IEC JTC1､OIDF43等）。 

・アフリカ勢や新興国は ITU 等デジュール重視の傾向。 

・中韓は政府が標準化活動を支援。ETSI はファンディング機能により外部の標準化
エキスパート等も活用して EU 参加国主導による標準化策定を支援。 

                                                       
37 TSN: Time Sensitive Network 
38 5G-ACIA: 5G Alliance for Connected Industries and Automation 
39 5GAA: 5G Automotive Association 
40 Personal Connected Health Alliance（Continua Health Alliance が AllJoyn 等と合

流、Continua 規格についての認証等も進めている） 
41 Health Level Seven 
42 Digital Imaging and Communications in Medicine 
43 Open ID Foundation 
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図 4-2 標準化のプレイヤー及び各国の取組状況の変化 

 
4.2  標準化に関する取組の⽅向性 

2030 年代には、デジタル化の深化や Beyond 5G 等の導⼊により、Society 
5.0 が更に進展した社会 の実現が期待されている（図 4-3）。 

2030 年代のこのような社会の実現に、国際競争⼒をもって寄与する新たなシ
ステム・技術やサービス等の実⽤化・利⽤拡⼤を⽬指し、まずは 2025 年をター
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ゲットに今後 5 年程度、産学官が⼀体となり注⼒すべき「標準化領域」を設定
することが重要である。 

その上で、設定した標準化領域について標準化機関等の特⾊も踏まえた「推進
⽅策」を⽰し、今後の標準化に関する取組を抜本的に強化する必要がある。 

 

 
図 4-3 2030 年代に期待される社会像44 

 
4.2.1  注⼒すべき標準化領域 

国内外の市場が Beyond 5G に求める通信技術は、2025 年頃からの要素技術
の確⽴を⽬指し、国等が研究開発を推進している。Beyond 5G は、Society 5.0
のバックボーンの中核的機能を担うものとして、国⺠⽣活や経済活動に極めて
⼤きな波及効果が期待されることから、まずは（１）Beyond 5G を実現する NW
領域について、注⼒すべき標準化領域に設定する必要がある。その上で、国の研
究開発と密に連携して、産官学が⼀体的に標準化の取組を推進していく必要が
ある（図 4-4）。 

また、デジタル化・DX 時代の価値創造の源泉がデータとなるため、データの
流通やアプリケーションの連携を横断的に可能とし、デジタル化・DX のための
協調基盤を実現する、（２）プラットフォーム・横断的領域、及びユースケース
を想定・創造することで新たな産業等に利⽤を拡⼤し、「ICT×X」による課題解
決・市場創出を実現する、（３）ユースケース駆動型の領域も重要となる。これ
                                                       
44 Beyond 5G 推進戦略懇談会の提⾔(案)より 
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らの領域は、標準化機関等での活動も活発化してきており、注⼒すべき標準化領
域に設定することが適当である。その上で、同領域の標準化活動を広く注視しつ
つ、まずは、我が国技術等をベースに進展する標準化活動を産学官が⼀体的に推
進する必要がある。その際、KPI 等からブルーオーシャンの市場を作り出すこと
や、我が国に有利なタイミングで標準化作業が進むよう対応することにも留意
すべきである。  

 

 

図 4-4 ⽬指すべき Beyond 5G の姿 
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4.2.1.1 注⼒すべき標準化領域設定の考え⽅と個別技術分野 

（1）Beyond 5G を実現する⾰新的ネットワーク領域 

Beyond 5G は、従来の無線アクセスを中⼼とする NW から、有無線・地上・
上空・海上等の通信メディアが融合可能で、オール光化等も意識した、ネットワ
ーク全体の進化により実現可能となる。多様な産業・サービス・ユーザ等の要件
に即座に適応可能な柔軟かつ安定的な NW が求められることから、多様な機能・
NW をつなぐオープン化・ソフトウェア化への対応も不可⽋となる。Beyond 5G
の実現には、⾰新的な NW 技術群を総合的に実現するとともに、それらの標準
化が極めて重要となる。 

このため、本領域を設定し、国の重点研究開発分野等45に基づく以下の技術に
ついて、アーキテクチャや要求条件等の標準化活動を、国の研究開発と密に連携
して産学官が⼀体的に推進する必要がある。その際、パートナー形成や適⽤分野
の拡⼤等に戦略的に取組むことで、市場のゲームチェンジも⽬指していくべき
である。 

（個別技術分野） 

① 5G の高度化及び Beyond 5G 

（オープン・アーキテクチャ、ソフトウェアによる最大限の仮想化、オール光ネットワーク、上

空・海洋など地上以外への拡張、量子情報通信技術、テラヘルツ等） 

② 光ネットワーク 

③ 量子情報通信技術 

④ ローカル 5G 等のエリアネットワーク 

 
（2）プラットフォーム・横断的領域 〜デジタル化・DX のための協調基盤の実現〜 

デジタル化・DX 時代の価値創造の源泉であるデータやアプリケーション・サ
ービス等の流通・連携を促進するアーキテクチャやプラットフォームの標準化
は極めて重要となる。また、横断的機能としてのセキュリティの取組も不可⽋で
ある。 

このため、本領域を設定し、同領域の標準化活動の動向を広く注視しつつ、ま
ずは、我が国の実装モデルや技術開発・実証をベースに進展する以下の技術等の
標準化活動を産学官が⼀体的に推進する必要がある。 

（個別技術分野） 

① データ流通を加速するアーキテクチャの構築 

                                                       
45 「重点研究開発分野」や「戦略的に進めるべき研究分野」に係る標準化は、『観る』『繋

ぐ』『創る』『守る』『拓く』」の分類のうち、『繋ぐ』が中核となるため、それら技術の
標準化を中核に推進 
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② デバイス/プラットフォーム間のデータ連携機能 

③ サイバーセキュリティ機能 

（3）ユースケース駆動型領域 〜「ICT×X」による課題解決・市場創出〜 

DX の実現には、利⽤者視点からのユースケースの想定・創造が不可⽋であり、
ユースケースを通じて新たな産業等に利⽤が拡⼤していくことが期待できる。
また、KPI 等の評価指標の設定が DX を促進する可能性もある。「ICT×X」で⼤
規模な市場の創出・拡⼤が⾒込まれる分野では、ユースケース、リファレンスア
ーキテクチャ、KPI 等の標準化活動が精⼒的に進展している。 

このため、本領域を設定し、特に、この取組が先⾏する分野を現時点のベスト
プレクティスと捉えて、同領域の標準化活動を広く注視しつつ、まずは、我が国
の技術開発・実証をベースに進展する以下の技術等の標準化活動を産学官が⼀
体的に推進する必要がある。このうち分野共通的な取組を、他分野に順次応⽤し
ていく。 

（個別技術分野） 

① スマートシティ 

② 製造分野 

③ KPI 設定分野 等(※) （※）ICT×モビリティ、ICT×医療、ICT×農業・漁業 等 

 

 

図 4-5 注⼒すべき標準化領域  
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4.2.1.2 個別技術分野における標準化活⽤の視点等 

（1）Beyond 5G を実現する⾰新的ネットワーク領域 

①  5G の⾼度化及び Beyond 5G 

 
上記を踏まえ、以下の視点から、標準化を活⽤した取組が重要である。 

・5G の高度化（基本性能、ユースケースの取込、周波数拡張含む）については、3GPP、
ITU における標準化活動が引き続き重要。 

・同時に、ソフトウェアによる仮想化を基本とした NW のオープン・アーキテクチャの
採用等の抜本的な変化が、3GPP、ETSI、各種フォーラム団体（O-RAN 等）、OSS コミュ
ニティ等における活動をベースに進行中。クラウドネイティブなアーキテクチャを採
用した日本発の vRAN も実装されているところ。グローバル市場では海外機器ベンダ
ーが固定化しているなかで、機能毎に我が国のベンダーや新たなプレイヤーの参入、
サプライチェーンリスク軽減の機会として効果的に活用していくことが重要。 

・更に、5G から非連続な進化をもたらす Beyond 5G の要素技術について、オープン・ク
ローズ戦略に基づき研究開発段階から必要となる標準化活動を推進することが重要。
その際に戦略的なパートナーとの国際共同研究を核とした連携を推進することが効
果的。 

・2030 年頃の Beyond 5G の ITU 勧告やデファクト標準に国益に沿った技術要件を反映
することを目指し、まずは Beyond 5G のビジョン策定（ITU）に向けて、早期に戦略
的パートナーとの連携体制を構築し、我が国のコンセプトを反映していくことが重
要。 

・また、5G-ACIA（製造分野）等の業界主体のユースケースからのアプローチの影響力が
技術要件の策定や新技術の市場展開の両面で拡大。5G のユースケースとして、我が国
が強みを持つ技術分野（製造、自動車、高精細映像技術（8K、高精細 VR 等）等）のユ
ーザ企業と連携し、このような流れを市場形成に活用していくことが効果的。 
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②  光ネットワーク 

 

上記を踏まえ、以下の視点から、標準化を活⽤した取組が重要である。 

・当該技術領域は、我が国が強みを持つ分野として、デジュール及びフォーラム標準

団体において積極的に標準化に貢献。Beyond 5G 時代では更に当該分野の重要性が

高まっているところ、グローバルな展開を目指す民間主体の実装・標準化を推進す

る活動を支援するとともに、重点研究分野における産学官の技術開発の成果につい

てオープン・クローズ戦略に基づきながら研究開発段階から適時に標準化に取り組

むことが重要。 

・また、オープン化を指向した業界団体を中心にコアネットワーク NW 機器やデータ

センター機器のインタフェースのオープン化の議論が活性化しており、5G 関連で

の同様の動きを含め、俯瞰的な動向を見極めながら戦略的に対応していくことが重

要。 
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③  量⼦情報通信技術 

 
上記を踏まえ、以下の視点から、標準化を活⽤した取組が重要である。 

・量子鍵配送技術については、日本が主導的に「QKD 技術」概要の標準化を完了して

おり、関連する標準化については ITU-T を継続して活用していくことが効果的。 

・他方、ITU-T に、量子情報技術（QIT4N:Quantum Information Technology for 

Networks）を広く議論するための Focus Group(FG：勧告化作業は行わないためﾏﾙﾁ

ステークホルダが参加可能)も設置されたことから、技術の進展・開発の方向性が

未だ不透明な検討項目等について、標準化すべき項目を見極めつつ、個別に対応し

てくことが必要。 
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④  ローカル 5G 等のエリアネットワーク 

 
上記を踏まえ、以下の視点から、標準化を活⽤した取組が重要である。 

・自営系無線通信システムの実現において IEEE （無線 LAN/802.11 系・LPWA/802.15

系等）が実装面に与える影響は非常に大きい。また、IEEE で策定される標準仕様だ

けでなく、それと両輪となる民間アライアンスによる採用技術の整理、認証、相互

接続試験、普及活動等が実装・普及面では重要。また、ローカル 5G については世

界的に我が国等が導入に先行しており、多様なユースケースに基づいた要件の3GPP

等へのフィードバックは、新たなサービス等のグローバルな実装面でも有効に活用

できる可能性がある。 

・ローカル 5G の進展等も踏まえつつ、自営系無線システムの特徴（簡易接続性、マ

ルチホップ、センシング、近距離、免許不要、コストメリット等）や、利用モデル

（宅内、都市向けフィールド NW、スタジアム、製造現場等）を踏まえた技術開発・

標準化が必要。また周波数帯の拡大（ミリ波、テラヘルツ波等）においては、公衆

系無線規格との切り分けや共存を図りつつ我が国の強みとなる研究成果を反映し

ていくことが重要。 

・更に、IEEE802 系では、周波数調和等の視点から、各国規制機関との連携・調整を

促進するために Radio Regulatory TAG（Technical Advisory Group）や Regulatory 

SC（Standing Committee）等を運営しており、グローバル市場の獲得強化に向けて、

無線システムの実装に影響力のある同機関での本取組の活用を検討していくこと
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も有効。 

（2）プラットフォーム・横断的領域 

①  データ流通を促進・加速する新たなアーキテクチャの構築 

 
上記を踏まえ、以下の視点から、標準化を活⽤した取組が重要である。 

・まずはネットワークやサービス全体を俯瞰した上でミッションを明確化し、研究

開発・標準化・業界基準整備を省庁・業界横断で推進し、我が国の強みを創出。そ

の際、他国の制度（EU 一般データ保護規則等） にも留意。 

・データ流通の標準化は様々な機関・団体で取組まれていることから、多様な機関

との連携関係46を持ち、米国標準に影響力のある NIST とも親和性が高く、データ

流通を俯瞰するような新たなアーキテクチャの標準領域を柔軟に設定可能な風土

をもつ IEEE を主要ターゲットとして活用することが効果的。その際、既存の標準

化機関等の取組を最大限活用。また、IEEE 標準の利活用をエンドースする視点か

ら、デジュール化の取組を並行して推進することも有効47。 

・「データ流通の三極モデル」の推進により、我が国発の仕組みである情報銀行48の

更なる信頼性向上に寄与することが期待。 

                                                       
46 データ流通に関する標準化や実装を先導する IDSA や FIWARE、W3C 等と関係を構築

済 
47 IEEE は、ISO と標準化のプロセスを簡略化できる Fast-Track 制度を提携済 
48 実効的な本⼈関与（コントローラビリティ）を⾼めて、パーソナルデータの流通・活⽤

を促進するという⽬的の下、本⼈が同意した⼀定の範囲において、本⼈が、信頼できる
主体に個⼈情報の第三者提供を委任するもの。データ提供・活⽤に関する便益が、事業
者から本⼈に直接⼜は間接的に還元される 
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②  デバイス/プラットフォーム間のデータ連携機能 

 

上記を踏まえ、以下の視点から、標準化を活⽤した取組が重要である。 

・異なるベンダー・デバイスや PF 間を Web 技術で簡易に横断的に連携を可能とする

ことを目指す Web of Things (WoT)の標準化が、oneM2M 等の様々な標準化機関と連

携関係を持ち、Web 技術の国際標準化を行う等デファクト化に影響力を持つ W3C に

おいて進展。 

・連携機関でのユースケース等も参照しつつ、自立分散協調システムとしての Web 技

術のメリット(OS やハードに非依存な情報アクセスの基盤として、世界的規模でテ

レビ、電子書籍、カーナビ等、様々な産業に応用)を引き継ぐとともに、外部語彙

定義の参照が基本機能として盛り込まれることで、既存の標準に基づくハードウェ

ア・ソフトウェア資産を活かした形のデータ連携を実現可能。 

・分野横断する PF 間連携においては、このような Web 技術の特徴を活かし、連携機

関の動向も踏まえつつ、実装に影響力のある W3C の活動を活用していくことも有

効。 
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③  サイバーセキュリティ機能 

 
上記を踏まえ、以下の視点から、標準化を活⽤した取組が重要である。 

・ITU では、IoT システムに関する管理策、通信事業者向けセキュリティ対策、車載

機器のソフトウェアアップデート方策等の標準化を行う取組が進展するなか、この

ような取組が実装促進につながるかも評価しつつ、国内におけるセキュリティ管理

策等が海外にも通用するものとすべく、標準化活動に関与していくことが重要。ま

た、政府による調達要件として、積極的に国際標準を活用していくことも重要。 

・IETF 等のフォーラム標準化団体でも実装に影響力のあるベンダー等は、ネットワ

ークセキュリティの標準化活動における相互接続・運用に関するサイドイベントの

機会を活用しつつ標準化を推進しており、このような取組動向もタイムリーに注視

していくことが有効。 
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（3）ユースケース駆動型領域 

①  スマートシティ分野 

 
上記を踏まえ、以下の視点から、標準化を活⽤した取組が重要である。 

・インフラモニタリングで活用可能なセンサ等の情報モデルの国内標準化活動（TTC）を

ベースに、SDGs や新興国との親和性の高い ITU-T（SG20）での国際標準化の推進や、

スマートシティの標準化活動で先行し、欧州に親和性の高い ISO 等（TC268SC1、TC49、

building SMART 等）へのユースケースの展開を図っていくことで、同分野の市場の獲

得や社会課題の解決等に貢献可能。 

・また、スマートシティのデータ連携に関しては、実装に影響力のある IEEE、W3C 等に

加え政府等の調達に影響力のある ITU、ISO での標準化活動、FIWARE 等の OSS、各国

の社会実装のグッドプラクティス等を活用・共有していくことで、社会実装の障壁の

低減、住民生活や行政サービスを向上させるデータ連携事例の創出、新興国等海外市

場の獲得等を促進することが有効。 
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②  製造分野 

 
上記を踏まえ、以下の視点から、標準化を活⽤した取組が重要である。 

・製造現場での 5G 活用（ローカル 5G 含む）への期待が高まる中、5G-ACIA 等の製造

現場におけるユースケース・参照モデルから通信に求められる要件を定める動きが

活性化。このような動きと連携して 3GPP において 5G の進化が進展する見込み。こ

れと同時に、コストや導入の容易さから無線 LAN 等の自営系エリアネットワークと

の共存が見込まれており、製造現場での無線 LAN の適用・高度化に向けては、その

実装に影響力のある IEEE 802 系を活用することが有効。特に今後は、制御系のワ

イヤレス化への期待から更なる低遅延や遅延保証等への要求を満たすための標準

化作業が見込まれ、この動きを活用する視点が重要。 

・一方で、製造現場における無線通信の信頼性の確保は不可欠であり、IEEE802 系で

の規格化に併せてそれを担保する製造分野向けの無線規格の相互接続環境や国際

認証の仕組みをアライアンス等を通じ構築すること等により、製造分野への無線通

信の導入を促進することが重要。 
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③  KPI 設定分野 

 
上記を踏まえ、以下の視点から、標準化を活⽤した取組が重要である。 

・SDGs の目標の内、我が国が先進的な取組を実施する分野（防災（目標 1）、高齢者ケア

（目標 3）等）の評価指標を ITU・ISO 等のデジュール標準機関で検討していくこと

で、新興国等への情報共有や SDGs への貢献とともに、市場獲得にも期待。 

・また、将来、住民生活に紐付いたサービス向上の指標が設定された場合には、導入・

利用者となる自治体等のきめ細かなデータ活用・連携のトリガーとなることも期待。 
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4.2.2  標準化活動の推進⽅策 

標準化活動の推進にあたっては、 （１）標準化を取り巻く状況を継続的に調
査分析する機能、（２）オープン・クローズ等戦略的な標準化活動を推進する体
制、（３）迅速なデファクト化につながるオープン化・ソフトウェア化等の実装
重視の取組、（４）グローバル・ファースト を踏まえた戦略的なパートナー形成、
（５）市場の獲得・拡⼤を狙う標準化活動の⽀援、等の視点から取組を強化する
ことが重要である。 

また、標準化活動の基盤となる標準化⼈材の確保・育成に向けた取組も併せて
推進することが不可⽋である。 

 
図 4-6 推進⽅策の全体像 

 

（1）調査分析機能の強化 

【取組の背景・状況】 

・デジタル時代において標準化を取り巻く状況が変化し、関係する標準化機関やそれ

らの活動範囲等が拡大する中、個社による全方位的な動向・詳細把握やそれを踏ま

えた戦略的な対応は困難。 

・また、5G 必須特許の世界シェアでは、海外のグローバルベンダーが上位５位49を占

め、国際的な競争力・交渉力確保の視点から、知財確保も重視している状況。 

 
                                                       
49 SAMSUNG ;8.9％, HUAWEI ;8.3％, QUALCOMM ;7.4％, LG ;5.8%, 

ERICSSON ;5.7%（サイバー創研調べ) 
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上記状況を踏まえ、以下の視点から取組を強化することが重要である。 

 標準化に係る動向を俯瞰するとともに、必要な場合にはタイムリーに詳細情
報（経緯、プレイヤー、スタンス等）を把握・分析し、蓄積・共有できるよう、
調査分析機能を強化していくことが必要である。 

 各標準化機関に精通し影響⼒を持つ標準化エキスパートや標準化領域に強い
技術者・研究者を効果的に活⽤し、必要な場合にはチームを構成して、調査分
析を⾏うことが併せて重要となる。 

 戦略的な標準化には、オープン・クローズからの検討が不可⽋であり、各国企
業等の関連する知財動向の把握・分析も併せて⾏うことが有益である。さらに、
TTC、ARIB 等の⺠間標準化機関、国研である NICT 等が持つ過去の標準化活
動のノウハウを共有することも重要となる。 

 このような調査分析を若⼿や企業の企画・事業部⾨を取込みつつ実施するこ
とで、標準化⼈材の確保・育成や企業等の経営戦略に標準化が活⽤されるよう
醸成することにつながる視点を持つことが必要である。 

 

（2） 戦略⽴案・推進のための体制整備 

【取組の背景・状況】 

・移動通信分野では、中国ベンダーが台頭し、通信機器のグローバル市場で我が国ベ

ンダーの存在感が低下。他方、欧米大手は上位５社内に位置50。我が国は標準化や共

創の取組を市場の獲得や拡大に上手く活かせていない状況。 

・3GPP、ITU、IEEE 等での中国の台頭、欧米の民間標準団体・コンソーシアム等を通

じた仲間作りの取組、W3C、IETF 等での GAFA の参画等、中国、欧米は、グローバル

市場・ビジネスの視点を踏まえ標準作りに関与。他方、我が国企業は、標準化活動等

に一定の参加はしているものの、グローバル市場の獲得・拡大を真に狙い、標準化

に取り組んでいる状況にあるとは言えず、我が国の標準化活動におけるプレゼンス

やリソースは低下。 

 
上記状況を踏まえ、以下の視点から取組を強化することが重要である。 

 注⼒すべき標準化領域について、我が国の主要プレイヤーが戦略的に標準化
活動に取り組める体制を、調査分析機能と連携して、活動の局⾯を⾒極めつつ
柔軟に構築することが重要である。 

                                                       
50 基地局設備︓1 位 Huawei, 2 位 Ericsson, 3 位 Nokia, 4 位 ZTE, 5 位 Samsung、
コア NW︓1 位 Ericsson, 2 位 Huawei, 3 位 Nokia, 4 位 Cisco, 5 位 ZTE（出典︓⽶国
CISA(Critical and Infrastructure Security Agency)レポート） 
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 5G の⾼度化及び Beyond 5G 等の将来 NW については、デジタル化・DX 時
代の経済活動や国⺠⽣活を⽀える重要な社会基盤であることを踏まえ、グロ
ーバル市場の参⼊機会の創出・拡⼤、サプライチェーンリスクの軽減等の観点
から、知財を含め標準化を戦略的に推進する拠点機能（Beyond 5G 知財・標準化
戦略センター（仮称）51）を整備することが必要となる。 

 当該拠点機能では、以下の取組等を主導することが有効である。 

 知財を含む標準化戦略等の司令塔機能を果たすための議論の場の設定・提供52 

 政府全体の推進戦略を踏まえた標準化・知財戦略の⽴案と進捗状況の把握（評価・改
善等） 

 上記戦略の⽴案・議論に活⽤する標準化・知財関連情報の収集・蓄積・共有 

 標準化活動を⽀援する標準化エキスパート⼈材の確保・提供 

 知財・法務等の専⾨家との連携促進等、競争⼒・交渉⼒確保の観点からの知的財産の
取得・活⽤⽀援 

 テストベッドやエミュレータ等の実装試験環境の利⽤促進 等  

 戦略的な標準化活動の体制運営にあたっては、省庁・分野横断的な連携を図り
つつ、国研である NICT、TTC、ARIB 等の⺠間標準化機関等が各々の得意分
野を活かして連携を強化して主導する。併せて、知⾒・ノウハウを継続的に集
約していくことが重要である。 

 

（3） 実装重視の取組を推進する環境整備（オープン化・ソフト化、デファクト

化の推進） 

【取組の背景・状況】 

・W3C や IETF 等の有力な標準化団体においては、実装重視の観点から、実装例を標準

化の要件とするとともに、相互接続やハッカソン等のイベントを積極的に実施。ま

た、実装促進のためテストツールを OSS で提供する取組や、スピード重視の観点か

ら必ず標準化しなければいけない部分以外は実装面で OSS ベースの活動と連携する

ケースが増加。 

・標準仕様を使っていても、一旦納入すると他社に置き換わるのが難しく、移動通信

システムのグローバル市場では機器ベンダーが固定化。このため、米国のセキュリ

ティレポートではオープン・アーキテクチャの推進を重要視。 

                                                       
51 Beyond 5G 推進戦略懇談会の戦略（⾻⼦）にも同センター設置の必要性が記載 
52 議論のステージに応じて、戦略の⽴案・遂⾏に係るステークホルダーに絞る等、場の設

定には留意が必要 
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・O-RAN では、3GPP を補完する形で、機器の柔軟な構成を可能とするオープンインタ

フェース化を推進。 

 
上記状況を踏まえ、以下の視点から取組を強化することが重要である。 

 標準化において実装が重視される中で、テストベッド環境と標準化活動の連
携強化に取り組むことが重要となる。NICT 等が運営するテストベッド環境を、
標準化活動の⼀環として、OSS 開発や実装試験環境として活⽤可能とするこ
とで、標準化作業を加速するともに、開発者・利⽤者のコミュニティ形成の場
として、社会実装を促進していくことが重要である。 

 O-RAN 等における移動通信分野のオープンインタフェース化への取組を、関
連するグローバル市場のゲームチェンジの好機と捉え、動向を⾒極めつつ、我
が国の機器ベンダーや新たなプレイヤーの参⼊機会として戦略的に活⽤及び
その取組を⽀援していくことが重要である 

 上記取組を我が国が主導するためには、異ベンダー機器間の相互接続・相互運
⽤試験が可能となるテストベッドやエミュレータ等（Beyond 5G 研究開発プラッ
トフォーム）の環境整備を早急に⾏い、技術・運⽤の優位性を確保した上で、オ
ープン化による効果を積極的に提⽰し、O-RAN 等での技術仕様の策定やデフ
ァクト化も⾒越した実装活動を先導することが必要となる。 

 DX の進展とともに、有無線ネットワークのオープン化・ソフトウェア化が⼀
層進み、クラウドネイティブなアーキテクチャや統合的 NW 運⽤（オーケスト
レーション）も本格化してくると予測されることから、3GPP、ETSI 等での将
来 NW の検討や、TIP、TM フォーラム、ONAP 等での NW のオープン化・ソ
フトウエア化を推進する団体の取組動向も⾒極めつつ、⽇本発の vRAN の展
開等に役⽴てることも併せて重要である。 

 
（4） 戦略的パートナー形成の推進 

【取組の背景・状況】 

・研究開発段階においても、グローバル市場を見据えた適用分野の拡大やパートナー

形成を目的として、技術開発を先導する企業等を中心に標準化活動の場が積極的に

活用。技術開発と標準化作業が同時並行的に進展。 

・また、実装に影響力のあるフォーラム標準機関（IETF、W3C、IEEE、3GPP 等）にお

いては、グローバル市場に影響力のあるリーディング企業が積極的に参画し、相互

接続・運用実証等のサイドイベントも活用する等、標準化の場を通じたパートナー

形成や標準技術の開発・展開を推進。 
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上記状況を踏まえ、以下の視点から取組を強化することが重要である。 

 グローバル市場の獲得を⽬指し、オープンイノベーションのエコシステムの
⼀⾓を担うことができるよう、研究開発段階から戦略的なパートナーと連携
して標準化活動を推進する国際共同研究のフレームワークや、プロジェクト
型 R&D における戦略的な国際連携・標準化の取組を強化していくことが必要
である。 

 注⼒すべき標準化領域のうち、Beyond 5G 等の将来 NW やスマートシティ・
スマート製造等の社会基盤⾼度化の技術開発を伴い、将来の⼤規模市場の獲
得につながる分野の取組の強化が急務である。 

 パートナー形成においては、⽶国、EU 各国等信頼できるパートナーとは、例
えば、⽇独連携で推進中の製造現場のワイヤレス化のような我が国の強みを
活かした共創分野と最適なパートナーの⾒極めが重要となる。また、標準化の
段階では、NIST/IEEE や ETSI 等の⽶国、EU と親和性が⾼く、実装に有⼒な
標準化機関と ARIB・TTC 等との連携強化も重要である。更に、市場展開を⾒
越したアジア圏等での新たなパートナーを発掘していくことも必要である。 

 共創分野等の⾒極めでは、標準化・知財動向等の調査分析機能の活⽤、標準化・
社会実装活動では、⺠間・地域標準化機関間や政府間の国際連携の枠組みを積
極的に活⽤することが重要である。特に、共同研究等での標準化活動では、パ
ートナーリソースの効果的活⽤、標準化・実装⼿法のグッドプラクティスの吸
収、標準化活動に精通した外国⼈⼈材の発掘につなげていくことも重要とな
る。 

 国際共同研究等の採択時には、上記、市場を⾒据えたオープン・クローズの視
点、我が国の標準化活動等へのフィードバックの視点、次代の⼈材確保・育成
の視点等を、その実施体制（企画・事業部⾨、若⼿・スタートアップ、ユーザ系産業
等が参画する体制等）と合せて重要視していくとともに、終了後には、得られた
知⾒・ノウハウを総括し、今後の取組に活かせるよう蓄積・共有していくこと
が重要である。併せて、国際的な競争⼒・交渉⼒に活かせる知財の⾒極めや取
得等に係る⽀援の取組が必要となる。 

 
（5） 標準化活動の⽀援 

【取組の背景・状況】 

・3GPP、ITU、IEEE 等での中国の台頭、欧米の民間標準団体・コンソーシアム等を通

じた仲間作りの取組、W3C、IETF 等での GAFA の参画等、中国、欧米は、グローバル

市場・ビジネスの視点を踏まえ標準作りに関与。他方、我が国企業は、標準化活動等

に一定の参加はしているものの、グローバル市場の獲得・拡大を真に狙い、標準化
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に取り組んでいる状況にあるとは言えず、我が国の標準化活動におけるプレゼンス

やリソースは低下【再掲】。 

・ETSI は、外部の標準化エキスパート等も活用して標準化活動（ドラフティング、実

装支援等）を推進可能なファンディング機能を有しており、EU 参加国主導による標

準化策定を支援。また、EU は、研究開発プログラム等から得られた標準化技術のグ

ローバル展開を支援する標準化プログラム（InDiCo）も推進。 

・我が国では開発の延長として、開発に携わった研究者・技術者等が標準化に主体的

に取り組む傾向が強いが、欧米中は市場形成の視点から、技術部門とビジネス部門

等が一体的（チーム）に標準化を推進。 

 

上記状況を踏まえ、以下の視点から取組を強化することが重要である。 

 注⼒すべき標準化領域を核に、標準化活動（技術仕様案の策定、コンセンサス形成、
会合参加、会合招聘、標準化動向調査等）の⽀援の強化が必要である。その際、市
場形成等の標準化活動を促進・醸成するため、⽀援対象を、企画・事業部⾨、
知財・法務の専⾨家、若⼿・スタートアップ、ユーザ系産業（⾃動⾞、建設、医
療、農業等）等も参加する「チーム」の活動に拡⼤することが有効となる。 

 上記標準化活動に資するため、標準化機関の役職経験者、標準化実績を持つエ
キスパート、外交・交渉能⼒に優れたグローバル⼈材等、我が国の標準化活動
の強化・プレゼンス向上に貢献できる⼈材の活動も併せて⽀援し、⼈材の発
掘・確保や標準化機関等における役職者の確保に貢献していくことも重要で
ある。 

 標準化技術の成果展開の視点から、認証等に活⽤可能な適合性評価のための
基準策定活動の⽀援や、欧州の InDiCo や影響⼒のある標準化機関等と連携し
た相互接続・運⽤イベント等を促進していくことも有益となる。 

 研究開発プロジェクトの採択や新たな電波の割当（開設計画の認定等）等の際に、
国際標準化への貢献度や知財戦略（知財ポートフォリオ形成の取組等）を条件付け
すること等により関連の取組を促進することも併せて有効である。加えて、政
府による調達要件として、今後も積極的に国際標準を活⽤していくことも重
要である。 
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4.2.3  標準化⼈材の確保・育成⽅策 

標準化⼈材の確保・育成は、標準化活動の基盤として不可⽋であり、⼈材の固
定化・⾼齢化等の我が国に顕著な課題の改善等に対応するため、標準化活動の推
進と両輪で、その取組を強化していく必要がある。 

 
（1） 標準化⼈材の確保 

【取組の背景・状況】 

・我が国の標準化活動を担う人材は固定化・高齢化している状況。企業の経営戦略に

標準化活動が十分取込まれていない傾向もあり、業績に直結した効果が出にくい標

準化活動への人材リソースは低下の傾向。 

・また、我が国企業は、標準化活動等に一定の参加はしているものの、グローバル市

場の獲得・拡大を真に狙い、標準化に取り組んでいる状況にあるとは言えず、我が

国の標準化活動におけるプレゼンスやリソースは低下。【再掲】 

・他方、海外では、欧州は、標準化のコンサルタントが存在し標準化活動を下支え、

米国からは、GAFA 関係者の参加が急拡大、欧米のコンソーシアム等を経由した標準

化機関への提案も増加、また、3GPP、ITU、IEEE 等での中国の台頭（参加者、寄書、

ポスト）は著しく、中国有力ベンダー等は、標準化機関の要職経験者を自社に採用

して積極的に活用している状況。 

上記状況を踏まえ、以下の視点から取組を強化することが重要である。 

 標準化機関の役職経験者、標準化実績を持つエキスパート、外交・交渉能⼒に
優れたグローバル⼈材、知財・法務家等、我が国の標準化活動の強化・プレゼ
ンス向上につながる⼈材の活動や、これら⼈材も取込んだチームによる標準
化活動（技術仕様案の策定、コンセンサス形成、会合参加、会合招聘、標準化動向調査
等）を⽀援し、⼈材の発掘・確保につなげることが重要である。 

 戦略的なパートナー形成を⽬的とした、国際共同研究のフレームワークや、プ
ロジェクト型 R&D の採択時に、次代の⼈材確保・育成の視点をその実施体制
（企画・事業部⾨、若⼿・スタートアップ、ユーザ系産業等が参画する体制等）と合せて重
要視していくことも有益である。その際、パートナーリソースの効果的活⽤、
標準化活動に精通した外国⼈⼈材の発掘につなげていくことも重要となる。 

 経済団体等とも協⼒した企業の経営層に対する標準化活動の重要性の醸成、
調査分析や標準化活動そのものに企業の企画・事業部⾨を取込みつつ実施す
ること等により、企業の中での標準化活動のプレゼンスを⾼め、標準化⼈材の
拡⼤や戦略的活⽤を促進することが重要である。醸成活動の⼀環として、具体
的に企業が何をすべきかをまとめて提⽰する等、その活動ツールを作成する
ことも有効となる。 
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（2）標準化⼈材の育成 

【取組の背景・状況】 

・ISO/IEC に参加した年齢層に関する調査では、日本は、50 歳代以上が約 95％、40 歳

代以下は約５％である一方、40 歳代以下の参加者について、韓国は約 45%、中国は

約 60%（うち、30 歳代以下が半数）とのデータ53もあり、我が国の標準化活動を担う

人材は固定化・高齢化が顕著な状況。 

・大学の理工学系教育では、技術に関する知見の習得が中心になっており、標準化の

重要性や社会実装・ビジネス展開の課題等を学生が積極的に学べる機会は少ない状

況。また、学生自身が標準化活動に関心を持ち自ら行動に至る程、関連情報が身近

に PR されている状況にない。 

上記状況を踏まえ、以下の視点から取組を強化することが重要である。 

 現地調査を伴う標準化動向の調査分析活動を、学⽣等の若⼿⼈材が担える機
会を拡⼤することが有効である。その際、既に標準化教育を⾏う⼤学や国際系
⼤学との連携に加え、企業とチームを組んだ活動を促進し、企業への就職活動
時にその活動が評価されることも有効となる。また、チーム活動や実装重視の
標準化活動と親和性のある OSS コミュニティの場等を活⽤して標準化⼈材の
育成と確保に好循環を⽣むことも重要である。 

 学⽣等の若⼿⼈材に、標準化活動への参加にインセンティブを与える仕組み
が必要となる。例えば、ウェブサイト等オープンな形での活動体験の PR・⾒
える化、調査者間の交流を促進するコミュニティ形成の促進、⼀定以上の実績
を積んだ調査者への活動証明等の付与（TTC 等の⺠間標準機関と連携）、今後活躍
が⾒込まれる若⼿⼈材を対象とした表彰制度の拡充等を検討していくことも
有効である。 

 ⼤学や学会等で活⽤する標準化教材に、５G 等の⾝近な標準化事例や標準化
⼈材に求められる素養を盛込む等、標準化活動がイメージでき、活動に興味が
持てるような、魅⼒あるコンテンツの盛込やその効果的な提供⽅法の検討も
必要となる。併せて、⼤学等での学⽣・教員の活動成果が、研究内容のみなら
ず、標準化を含めた社会実装に係る課題へのチャレンジも評価されるよう、⼤
学や学会等の関係者に働きかけていくことも重要である。 

  

                                                       
53 出典︓⽇本のデータ 経済産業省 第四次産業⾰命時代に向けた標準化体制の強化（平

成 29 年 2 ⽉）,中国・韓国のデータ 三菱総合研究所「国際標準化に係る中国・韓国の
動向について」（平成 28 年 3 ⽉） 
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【参考】主要な標準化機関の概要 

（1）ITU Telecommunication Standardization Sector（ITU-T） 

国際連合の ICT 専⾨機関である ITU-T では、4 年ごとの研究会期54の変わり⽬を迎え
ている。 

 
 
（2）European Telecommunications Standards Institute（ETSI） 

欧州委員会で認定された標準化機関（ESO）であるとともに、策定された標準はグロ
ーバルな市場でも採⽤されている。 

 
                                                       
54 2020 年度に 4 年に 1 度の総会（WTSA-20︓世界電気通信標準化総会）が開催される 
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（3）Third Generation Partnership Project（3GPP） 

5Ｇ時代の社会実現に向けて、産業等のユースケースからの要件も踏まえ、移動通信
分野を中⼼とした、超⾼速・低遅延・多接続等の通信機能・技術の標準化に取り組んで
いる。 

 
 
（4）Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association  (IEEE SA) 

IEEE において国際標準化を担う下部組織。通信に限らず、エネルギー、スマートシ
ティ等社会基盤の分野で多数の技術規格が実装利⽤されている。最近では、データ関連
の領域における新たな標準策定も開始されている。 
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（5）Internet Engineering Task Force（IETF） 

IETF では、インターネットの幅広い分野における技術トピックについて議論がなさ
れ、技術仕様を RFC として発⾏。実装重視の観点から、標準化議論と並⾏してハッカ
ソン等のイベントを積極的に実施している事が特徴。 

 
 
（6）World Wide Web Consortium（W3C） 

World Wide Web に係る諸技術の標準化団体。主要 IT 企業が参画し、実装例を必要
とする策定プロセスが特徴。近年は、Web をプラットフォームとして⾒⽴て、IoT や決
済、データ形式などサイバーフィジカルシステムで必要とされる多様な機能を実現する
ための標準化（Web of Things 等）を実施。 
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（7）oneM2M 

地域・国内の標準化機関がパートナーシップを結び、様々な標準化団体との連携を図
りつつ、IoT プラットフォームの標準化を推進。また、ITU-T SG20 とのリエゾンを利
⽤し、oneM2M 仕様を ITU-T 勧告として標準化を実施。 

 

 


